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発 行 に あ た っ て

近年、我 が国の経 済社会 の成熟化 に伴 って、国民資産 の蓄積 が進 むにつれ、信託制度 は

ます ます その社会 的関心を集めて きてい る。

しか し一方 では、急激に変 化 しうる社会的 ニーズに対 して、 よ り的確 な信託制度 の活用

を自 ら探 ってい くことも重要 であ る と考 え る。

本研究 は広 く社会 の変化 のなかで、今後必要にな ってい くと思われ るテーマや問題を、

信託 とい う側 面か ら光をあて、 これ か らの信託制度 がそれ に ど う応 えるか とい う可能性の

考察を行 った ものである。

今回は、信託 制度を考えるにあた って の社会 の変化 につ いての考察 に重点 を置 いてい る。

当財 団 と しては、本報 告書を土 台 として引 き続 き調査研究 を進 め、 よ り具体的 な信託制度

活用 の提言 を行 う予定 である。

最後 に、 ご多用中に もかかわ らず、 ピア リング等 の情報 収集 に快 くご協力 いただ いた関

係各位、並 びに、本報告書を精力的 にま とめ られた財 団法 人財 政経済協会 のスタ ッフ諸 氏

に対 し、心か ら感 謝申 し上 げ る。

昭和63年6月

財 団 法 人 ト ラ ス ト60



は じ め に

「社会構 造変化に伴 う信託 制度 の活用に関す る長期 的展望」は、財団法 人財政経済協会

が財 団法 人 トラス ト60よ り委託 を受け実施 した研究成 果を取 りま とめた ものであ る。

当協会 においては、 これ までに もたとえば土地信託 につ いて研 究を行 って きてお り、信

託制度 の社会 的意義については十 分 な認識を持 って い るもの と自負 してい る。 こ うした意

味か らも、本報告書に述 べ られた ことに とどまらず、信託制度が時代 の変化 に対応 して、

広 く社会 に活用 の機会 を得 るこ とが できれば と願 う次第で ある。

研 究を進 め るに当た っては、委 員会 を設置 し各方面 の専 門家に貴 重な ご意見 と多大 な ご

協 力をいただいた。又、委 託者 であ る財 団法 人 トラス ト60か らも幾 多の ご支援 をいただ

いた。 ここに委員 な らびに関係者各位 に厚 く御礼申 し上 げ る。

本報告書が、信託制度 に関す る今後の議論 の叩 き台 の役 目を果たす こ とがで きれば幸 い

であ る。

昭和63年6月

財団法人 財政経済協会



研 究 の 概 要

1.研 究 課 題 社会構造変化に伴 う信託制度の活用に関する長期的展望

2.研 究 期 間 昭和62年12月 か ら昭和63年6月 まで

a研 究機関及び 財団法人 財政経済協会

代表者 理事長 吉田 太郎一一・

4研 究 目 的 我 が国に おけ る信託制度 の活用 は、主 として金銭 の信託 を中心に行

われ、発 展 して きた。

近 時、資産 の蓄積は急速 に進 み その対象 も有価証券、不動産等へ と

拡 が りをみせ ている。 これに伴 って社会 ニーズ も多様化 してきてお

り、信託制度 について もよ り質 の高 いサー ビスや 目的に即応 した取

組 みが求 め られ るに至 ってい る。

こ うした社会 の発展 と信託へ の期待 を踏 まえ、高齢化 、国際化 、 ソ

フ ト化 、都市化等 の時代 の変化 について整理 しつ つ、信託制度活用

の方 向性を明 らか に し長期的 な展望 を探 る。
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要 約

〈研究のね らい〉

我が国におけ る信託 制度 の活用は、 これ まで主 と して金銭 中心 に行 われ 発展 して きたが、

近時 の急速 な資産蓄積 の進行 に伴 い有価証券、不動産等へ と拡大 してい る。

本研究は、 この よ うな社会 の変化 を背景 とした ニーズの多様化 と、信託 制度 の活用にお

け るより質 の高 いサ ービスの提供や多 くの分野 の 目的 に即応 した取組みが要請 され て きつ

つあ ることを踏 まえ、その方 向性を明 らか に し、長期的 な展望を探 る ことをね らい とす る

ものであ る。

〈信託制度 の概要〉

(信託 の し くみ)

「信託」は、 こ こ5～6年 の間に社会 的に大 きな注 目を集 めてい る。 信託 の一般的 な字

義の解釈 として信託法第一条 に基 づいて信託を説 明 す る。

(信託制度 の歴 史)

中世 イギ リスのユ ースに遡 り、それ 以降の経 過を アメ リカ、 日本 と概観 す る。特 に 日本

におけ る信託法 、信託業法制定の背景 や、両法制定後の免許 を受 けた信託会 社の設立 、そ

の後の信託思想普及 の努力を戦前 ・戦後 の信託会 社、信託銀行 をめ ぐる環境 か ら見 ると共

にその発展 の経 過を追 ってい る。

(信託制度活用 の現況)

信託業界におけ る信託業務は、長期金融機 能 と財 務管理機能 を有す ると共 に、信託財産

の大部分は金銭 に よる信託であ り、近年 においては年金信託 と土地信託 が注 目され てい る。

〈信託制度を考え るにあた っての社会 の変化 について〉

(日本経済の発展 と価値観の多様化)

最近 の 日本経 済を特徴づけ る要 因 としては金融面 の色彩が強 く、 円高、低金利、原油価

格の安定 とい った マ クロ経済環境及 び財政 出動 に加 えて、実物投資先 のない資金に よる株

式、不動産の価 格上 昇 と資産 効果 の発生が 挙げ られ る。

この資産効果 は、個人 レベルにおいては税 や住宅 、教育問題、世代間格差 な どとともに

新 たな富裕層 の形成 につ なが ると考 え られ 、財産 の管理 ・運用 ニーズが一 層高 まる といえ

よう。 また、経 済 の発展が個人 の経済的活動 に もさまざまな影響 を及ぼ している。 その一

つ として消費欲 求 レベルにおけ る 「もの」 中心 か ら 「もの離れ」へ の変化が ある。 その背

一1一



景 には家族、職業 、社会 な どに対す る個人 の考 え方 の多様化が あ り、 この ような価値観 の

多様化は、 今後一・層進む もの と考 え られ る。

(国際化)

日本 のGNPや1人 あた りGNPが それぞれ世界第二 位 とな り、特 に1人 あた りGNP

については アメ リカを追 い抜 くまでの水準(87年)に な った。 この数字は個人生活におけ

る実感 とかな りギ ャップがあ るが、 豊か さが増 しつつ あるこ とも事実 である。

日本の国際化は、 これ まで物や金 の流れ とい った面か らすす んで きたが、 これか らの新

たな国際化 には人 の要素が入 り異文化 への認識、寛容 さの視点が必要 とされ るようにな り、

社会全 般が国際化 してい くこととなろ う。 その一つ として、非営利民間活動が活発にな っ

てい くと考 え られ る。

(人 口構 成 の変化)

我が国 の人 口構成 は、最近 におけ る出生率が高学歴 と晩婚化傾 向の中で最低 を記録 して

お り、昭和75年(2000年)の 人 口は1億31百 万 人 で、 この間 、老年人 口比率 の増加 と

生産年齢人 口比率、年少人 口比率 の減少が予想 され ている。

家族 ・世帯 の特徴 としては、核 家族割合 の減少、片親 ・子供世帯 と単独世帯 の増加が挙

げ られ る。

労働力 ・就業 については、労働力率はゆ るやかな低下傾 向が続 く一方 で、女性 の職場進

出が進む と見込 まれてい る。産業別 の就業者比率は、第一・次産業 、第二 次産業(建 設を除

く)は 低下傾 向が予 想 され るが、第三次産業は、サ ービス業 を中心に著 しい増加が予想 さ

れ る。

社会保 障につ いては、高齢化 の進展等 に伴 いその規模 は拡 大 し、所得 保障、医療、ねた

き り老人 介護 、社会保障移転及 び負担 の高 ま りとい った面 か ら くる要請 は強 くなる と考 え

られ る。

(情 報 ・サ ー ビス化)

産業構 造 の変化 は、 コンピュータ ・エ レク トロニ クスを中心 とす る高度技術化消費 の多

様 化、 それ に国際分業関係 の変化 に よる ところが大 きい といえ よ う。第三次産業 の シェア

が高 ま る中で、情報 ・サービス化 は、技術革新 に よる情報供給 のた めの社会基盤 の拡大 と

その上 に成立 す る多様 な企業活動 の進展、社会 的 ニーズの増大 とい った ものが背景 とな っ

てい る。 こ うしたなかで、対個人サ ー ビスについては主 として、便宜性、快適性、専門性、

総合 性が、 また、対企業 サー ビスについては主 として、便宜性 、専 門性、社会性が、今後

とも よ り一層求 め られてい くであろ う。

(生 活様式 の都市化 と地域 アイデ ンテ ィテ ィの模索)

生活様式 の都市化は、個人生 活の物質的な レベル の向上 を もた らしたが、他方 では都市
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や地域 の画一化 を迫 り、そ の独 自性 を喪 失 させ た。

東京 と地方 の関係 は、東京 の人 口集 中 と地方 の活力停滞 とな って表 われ てい る。特 に地

方 の農業は、就業構造が大 き く変化 してお り課題 を抱 えてい る。

こ うした なかで地域 の個性 が模索 され 始めてお り、行政主導 に よる活動 も活発化 してい

る。 また、公共 と企業 の中間 にあ る民間 活動 も増加す ると考 え られ るが、一 方で この よ う

な活動は資金 と人材 の不足が大 きな課題 とな ってい る。

〈信託制度活用 の長期的展望 〉

社会 の変化 の中で中長期的に信託 の応用範囲は着実 に拡大 してい くと考 え られ、その予

兆 として法律、税務 、会計の専門家や大学、官公庁の関係者か らの関心 が高 ま っている。

(ニ ーズの多様化 と高度専門化 へ の対応)

ニーズの多様化や 高度専門化 へ の対応 は、公的主体では限界が ある。民間 の役割は増大

す るが、規制緩和 に よる環境整 備がそ の前提で ある。 こ うした中 で信託制度は活用機会 を

得 るといえる。

具体的 には、 まず信託 目的 の多様 化が挙 げ られ る。 これは、個人や企業 の多様化 し専 門

性 を要求す る個別 ニーズへの対応 を意味す る。

次に信託財産 の拡大があ る。 これ までは主 として有体財 産が実質的に信託 の対象であ っ

たが、社会 の進展 に よる無体財産 の評 価 の定着に伴 って これを保護 ・運用す るこ とが求 め

られて い くことか ら無体財産 も信託 の対象 とな って くる。

第三 に 「所有」 と 「利用」 の分離 とその流通化 であ る。 これは、農 地や森林 な どを含め

た土地 の活用 において信託機 能に よ り資産保有(受 益権 の所有)と 利用 を分離 す ることで

あ る。 また、受益権 の小 口化 や、元 本 と収益の受益 権分離 に よって、広 く一般投資 家へ の

金融商品 の提供 が可能 とな る。

(活用分野別 の展望)

個人生活、地域社会については次 の通 りであ る。 まず個 人生活においては、総合 的な情

報提供 サ ービスを信託 目的 と した り、世代間の資産移転 を受益権 の流通 な どの信託機能 の

活用を通 じた可能性 を検討 してい く必要が ある、 とい うこ とであ る。

また 、地域社会 については、農業 が農村社会 の高齢化 な どに よ り急速 に変化 してい く中

で、農地 の所有者 と営農希望者 とを うま くマ ッチ ング させ るために信託 を活用す ることが

考 え られ る。

地域 の コ ミュニテ ィ活動のため の、公益信託の活用 や事業執行 ・委託者参画型 の公益信

託 の実現 な どが考 え られ る

企業活動 については今後 と も信 託を活用す る対象 としては資産運用以外 に も相 当に可能
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性 を有 してい る ものがあ るといえ、例 えば次 の ような ものが考 え られ る。第一 は、新 規の

事業投資や投 資資金 の受け入 れで特 に国際 的な資金 と技術 のマ ッチ ングを図 る ことを 目的

にす る信託 の活用 であ る。第二 は、会社運営 のための事務代行や顧客斡旋業務を信託 を活

用 して システ ムサ ービス化 す るもの。第三 は、 プ ロジェク トファイナ ンス等 におけ るエス

クロゥ勘 定(P・6(油 参照)へ の信託 の活用。第 四は、企 業活動 の国際化に伴い特 に中小

企業 向けに、現地社会 への適合方法 までを も含 めた情報提 供 コンサル テ ィング業務の信託

活用に よる対応。第五 は、企業 の リス トラクチ ャリング等に伴 う土地利用 の際の信託 の活

用 である。

公共部 門につ いては、信託を直接 的に活用す るこ とは あま り多 くない と考 え られ るが、

公共 目的の達成 手法 としての公益 信託 の活用 や規制緩和 が信託活用 のサ ービスを生み 出す

こ となどか らさ らに関心が高 まるこ とが期待 され る。具体的 な活用 と しては、第一 に国公

有地 におけ る土地信託 の活用、第二 に 公共 目的に沿 う形 での公益信託 の活用 、第三 に高齢

者 向けサ ー ビスの公 的限界 が 民 間 ニ ー ズ の多 様 化 に対 応 して合わ せ る格好 での信託 の活

用が挙げ られ る。但 し第三 につ いては規制 の緩和 の果たす役割 は極 めて大 きい。

〈信託制度発展 に向けての課題〉

(信託制度 に対す る理 解の推進)

現在 の社会 において信託制度 は、一般 的には金銭 の信託 を中心 として預貯 金 の一類 型 と

して認識 され てい るのが実情であ るが、経済発展 に よる豊かな社会 へ の変容に対応 して、

個人や地域社会 、企業 に対 して 目的に応 じた信託 の活用度を高め信託制度につ いての理解

を推進 してい く必要が ある。

(活 用分野 の開拓 ・深耕)

〈信託制度 活用 の長期的展望〉において見た ように信託 の応用分野は相 当に広い。 イギ

リスのパ ブ リック ・トラス トも生活 の豊か さを求め る時代 に向け て検討 の必要があろ うし、

企業 の国際化や農業 におけ る農地の効率的利用 など現在 の産業 テーマに沿 った信託の活用

も考 え られ る。

また、 この よ うな活用分野 の開拓 ・深耕 において も受益者保護 と受託 能力の適格性 の視

点 が忘れ られ てはな らない。

(受益権 の流通化)

信託機能 の最 重要 の一 つは、 「所有」 と 「利用」 の分離 であ るこ とは既に述 べた とお り

であ る。特 に土 地問題が我が国の最 も大 きな課題 の一つであ ることを考え る時、例 えば 国

民の資産 であ る旧国鉄 の跡地利用 な どにおいては、 この信託機能 を最大限に発揮 させ るべ

きであ るが受益 権 の流通化がぜひ とも必要 であ る。
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(公 的支援 の拡大)

まず信託 活用 のための研究推進 が挙げ られ る。 これ は、官公庁 におけ る公共 目的の実現

のための信託 の研究が既に公益信 託や土 地信託 の導入 にお いて行われて きてい ることか ら

今後 ともこの ような研究が推進 され るこ とが望 まれ る。

次 に、規制緩和 である。 官公庁 外部団体 の既成業務 に よ り、募金型信託 な ど新 たな信託

の活用 が制 約を受け ることが あ りうるこ とか ら、 目的 に沿 った機能 の調整 が必要 であ る。

無体財産権 の信託 については信託業法上 において認め られ ることも必要 であろ う。

第三 に租税措置 である。

受益権 の流通化が受益権 の小 口化 に密接 に関連 して い ることか ら、その税務上 の制約が

取 り除かれ ることが必要であ る。 また、公益信託 におけ る租税取扱 いにつ いて、所得税 ・

法 人税 の寄付金控除等の認 定要件 が厳格 で、相続 時の公益信託へ の拠 出が相続税上非 課税

でないな ど篤志家 の意欲 を増進 す る措置 がなされてい ない と考 え られ る。
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(注)

エ ス ク ロウ勘 定 説 明図

工 スク ・ウ(escrow)と は、取 り引 きにおいてある条 件が成就 して契約 の内容が実行

され るまでの間、第三 者が 保管 し、条件が成 就 した さいそれを交付 され る証 書を さす。

ここで い う証書 が信託銀行 に対す る勘定(口 座)と すれぽ この勘定をエ スク ロウ勘定 と

い う。

エ ス ク ロ ウ勘 定 は 国 際 プ ロジ ェ ク トの場 合 に は た とえば 次 の よ うに な る。

C国

r エス クロウ勘定 1

⑥ 返 済

A国 ψ

蟻灘 鰺.
L

、

② 貸 付

(4)購 入代金

A国

'/

③ 輸 出

⑤ コス ト支払

ψB国
ず口詩 璽'畷 縫

ψ

(7)利 益分配

罐 蓋 藩

(仕組の説明)

ω プロジェク ト会社の設立

② 金融機関による貸付

③ プロジェク ト会社による製品輸出

ω 輸入者によるエスクロウ勘定への代金支払

信託銀行は関係当事者間の事前の指示に従 って資金を分配、即ち

(5)プ ロジェク ト会社におけるコス ト支払

㈲ 金融機関への借入金の返済

〔7)出資会社への利益の分配 などである。

ω 出 資

B国
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第1章 信 託 制 度 の 概 要

こ こ数 年 の間 に、 「信 託 」 が 以前 に比 べ て一 層 目に つ くよ うに な って きて い る。 例 えば

日本 経 済新 聞社 の デ ータ ベ ー スで あ る 日経 テ レコ ムで 日本 経 済 新 聞4紙(注)に つ いて、昭

和57年 か ら毎 暦 年 ご との 「信 託 」 を キ ー ワー ドとす る記 事 数 をみ る と次 の とお りとな って

い る。

昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

昭和61年

昭和62年

昭和63年(4月 まで)

記 事 内容 は もち ろ ん さ ま ざ まな もの とな って い る に して も、 そ の著 増 ぶ りは 社 会 的 ニ ー

ズの 高 ま りを反 映 して い る と考 えて よい だ ろ う。

30件

32

181

139

337

1,814

714

(注)日 本経済新聞

日経産業新聞

日経流通新聞

日経金融新聞

(1)信 託 の し くみ

「信託」 につ いて、 その一般 的な字義 の解釈 を行 うと、広辞苑 には 「信用 して委託 す る

こ と」 と書かれ ている。 また、 日本国憲法前文 には 「そ もそ も国政 は、 国民 の厳粛 な信託

に よるものであ って… …」 と書かれてい る し、太 平洋 の島 々の中には信託統 治を受けてい

る国 も存在 している。r信 託統治」 とは、 「国際連合 の監督 の もとに、 その信 託を受けた

国が一 定の領土 の統治 を行 な うこと」(広 辞苑)で あ る。

これ らの例か らわか る よ うに、信託 とは、誰 かを信頼 して何か を委託す るこ とがその一一

般的 な意味 内容 といえる。 これ を もう少 し、正確 にい えば 「他 人を して一定 の 目的に従 い

財産 の管理 ・処分を させ ること」(広 辞苑)で あ る。

これは、実は我 々の身近 において もさまざまな形 で発生 している。例 えば、金銭や不動

産を持 っている人が、海外へ 出張 ・転勤 な どに よ り長 く留守 をす る場合 にそ の財産 を信頼

で きる友 人に頼 んで管理 して もらうとい った場合 であ る。 また、 自分 の善意 を具現化す る

ため に、信頼 でき る知 人に物 品や金銭 を渡 して、 目的に合致 した団体 を見つけ て もら うな

どを して もら う場合 も同様 に考 えるこ とがで きる。

この ような信託 の考 え方 は、 人が 自分の財産 を所有す るよ うにな った頃に生 まれた とい

われ てお り、各 国に古 くか らあ った ようであ る。 例えば、エ ジプ トにお いては 、 自分 の財
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産 を相続 させた い と思 う子供が まだ幼 いため に、 自分の死後、子供が成長す るまでの間、

財産 の管理 を遺言 に よって信頼 で きる人に委託す るとい うよ うな ことが行われて いたわけ

で あ る。

わ が国の近代 的な信託の制度 は、 明治の後半に、 アメ リカの制度を もとに企業 の社債発

行 の制度 と して導入 され、 その後、大正11年 に信託法 が制定 され ては じめて一般 的な制度

として確立 した。

信託法 の第1条 には、 「本法 二於 テ信託 ト称 スルハ財産権 ノ移転其 ノ他 ノ処分 ヲ為 シ他

人 ヲシテー淀 ノ目的 二従 ヒ財産 ノ管理 又ハ処分 ヲ為サ シムル ヲ謂 フ」 と定 め られ てい る。

つ ま り、信託 とは、 ある人(委 託者)が 、財産権を、 ほか の人(受 託者)に 引 き渡 し、

あ る人(受 益者)の ため に、 あ る目的(信 託 の 目的)に そ って、 その財産(信 託財産)を

管理 した り処分 した りして もら うとい う制度 であ る。

この よ うに、信託は、民法上 の委任 、請負、代理 な どの制度 と並ぶ財産 の管理制度 の一

つで ある。 しか し、 これ らの民法上 の制度 と信託 の制度 には大 きな違いがあ る。

た とえぽ、民法上 の委任 の場合 には、財産 の名義は委託 を受けた 人には移 らないが、信

託 の場合 には、受託者 に名義 が移 り、あたか も財産権 その ものが移転 された よ うなかたち

にな る。 したが って、信託 では、受託者 自身 の社会的 な信用 とい うものがたいへ ん重要 な

役割 を もって くる。

そ こで信託 の し くみを図で示 す と、次の よ うに なる。

信託の仕組み

信託利益の交付

信託 の目的 受 益 者

委 託 者

信託契約、遺言

財産権の移転 、管理運用の指示

受 託 者

同
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上 図 の用 語 の意 味 を簡 単 に説 明す る と次 の とお りで あ る。(詳 細 について は、(参 考1-1

-1)参 照)

・信 託 の 目的 委 託者 が信託す る(こ のことを信託 を設 定す る とい う)

て達成 しよ うとす る 目的をい う。

・信 託 財 産 委託者 か ら受託者へ 引 き渡 され る財産 をい う。

・委 託 者 財 産権 をある 目的 にそ って受託者 に引 き渡す 人をい う。

・受 託 者

こ と に よ っ

信託 を引 き受け、一 定の 目的に従 って信託財産 を管理 ・処分す る人

をい う。

・受 益 者 信託 の利益 を受け る人をい う。

② 信託制度 の歴史

現在 の信託制度 は、歴史的 には、中世 イギ リスにおいて利 用 された ユースが その起源 と

されてい る。 これ は、昔 か ら宗 教心に厚 いイギ リス人は、死後そ の土地を教会 に寄進す る

慣習 があ った ところ封建領主が、それ では地代 ・税金 の徴 収が不 可能に な るた め、12世 紀

に入 って法律 を作 って阻止 した際に利 用 された制度 であ る。 即ち、人 ・々は教会 に土地 を寄

進 しよ うとす る場合 に、 まず信頼で きる人に土地を譲 渡 し、譲渡 を受けた人が その土地か

らあがる収益 を教会 に寄進す る とい うし くみ である。 その後 、ユ ースは土 地を教会へ寄進

す る以外に も盛 んに利用 され る ようにな り、やがて トラス ト(信 託)と い う近 代的 な制度

へ と発展 した。

この ように イギ リスで生 まれた信託 制度 は、その後 アメ リカへ移植 され た。 アメ リカに

おける信託は、は じめは遺言の執 行や遺 言 の管理 な どを行 うことを中心 に利用 され、弁護

士 な どの信用力 のあ る人が信託 の引受けを行 っていた。 その後、19世 紀 のは じめには、信

託 の引受けを会社組織 に よって行 うものや信託会社 が現れ、19世 紀半ぽ の南北戦争 を契機

に近代産業 の発達 に伴 って大 き く発展 した ものであ る。

わが国におけ る信託制度は、ア メ リカの制度 を範 に とった 明治38年 の担保付社債信託法

の制定に よって導 入 された。 また、信託会社 は明治39年 に始め て設立 され てい る。 その後

大正3年 の第1次 世界大戦 の始 ま りに よ り、非常 な好景気 の到来 と、都 市へ の労働者 の集

中が起 こった。 これ につれて、大正10年 末 には488社 を数えるほ どに小規模、不安定な信

託会社が乱立 、金 融 をめ ぐるさま ざまな弊害 が発生 した。

こ うした状 況の中 で、信託会社 の業務 の明確化を 目的の中心 として、立案作業が進 め ら

れ ると共 に信託 の基本的関係 を定 め る信託法案 も検討 され、大正11年 に信託法 、信託業 法
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の両法 が同時に制定 された ものであ る。

信託業法 の制定 に よ り、信託業 は大蔵 大臣 の免許を受け るこ とが必要 とな った。 また、

免許にあた っては資力 ・信用力が慎 重 に検討 された為 、信託業 法制定に よ り免許 を受けた

信託会 社 の数は大正13年 末には27社 とな り、法制 の整 備 と信頼に足 りる信託会社 の誕生 で

社会 的信用は増 した。

そ の後信託会社 は、金銭の信託 を中心 に して順調 に発展を遂 げたが、一 方信託 の思想 の

普及 に も努 め、 ラジオを通 じて信託 についての話 な ども行い、やが て信託は高等小学校読

本 に も取 り上 げ られ るよ うにな った。(参 考1-2-1、1-2-2)

昭和12年 に 日華事変 が起 き、太 平洋戦争へ と戦火は拡大 した。わが国は戦 時体制 の もと

で国民経済すべ てについて厳 しい統制 が進 め られ るこ ととな り、金融機関 の統合 が行われ

るなかで信託会 社の統合 も進 め られ た。

昭和18年 には、普通銀行等 ノ貯蓄銀 行業務 又ハ信託業務 ノ兼営等 二関 スル法律(昭 和56

年 の銀 行法 改正 に伴 い、普通銀行 の信託業務 の兼営等に関す る法律 と呼ばれ ることとな っ

た。 以下 、 この法律を兼営法 とい う)が 制定 された。 この法律 に よって、信託会社 と銀行

との間の合併 が促進 され、信託会社 の統合 はい っそ う進み、戦争 が終わ った時には専業 の

信託会 社は7社 とな った。

太 平洋戦争 はわが国経済 に大 きな傷 あ とを残 し、戦後経済 は激 しいイ ンフ レーシ ョンに

悩 まされた。 このため、人び との貯蓄 意欲 は大幅 に減退 し、信託会社は長期 の資金 を吸収

す る ことが非常 に困難にな った。

さ らに、証券取 引法が制定 された こ とに よ り、それまで信託会社 の主 力業務 の一 つであ

った証券引受業務 は営む こ とがで きな くなるほ ど、信託会社 は大 きな痛手 を受け るに至 っ

た。 この よ うな情勢 のなかで、政 府 お よびGHQ(連 合軍総 司令 部)の 方針 もあ って、昭

和23年 に、信託会社 は銀行業務を行 うことがで きるよ うにな った。 ただ、信託会社は信託

業法上銀行業務 を兼営す ることが で きなか ったため、 まず銀 行法 に よる銀行 に転換 し、兼

営法 に よって信 託業務 を兼営す る方法 を とった。

この結果 、信託会 社は名称 も信託銀行 と改め、新たな歴史 を歩 み 出 した。

戦 後 の混乱 が収 まるにつれ て、信託銀行 の経営は回復 し始め、 さ らに、経済復興 のため、

基幹 産業 向けを中心 とした長期 の安定資金 の供給が必要 とな り、信託銀 行はその長期安定

資金 の供給者 としての役割が期待 され る ようにな った。

このため、昭和27年 に貸付信託法 が制 定 され、信託銀行に よる貸付信託の取 扱いが 開始

された。貸付信託 は、わが国経 済の復興 期か らその後 の高度成長期 を通 じて、産業界 に対

す る長期資金 の供給源 として大 きな役割を果たす一方、 人び との長期 の貯蓄手段 として も

多 く利用 され、信託銀行が長期金 融機関 としての地位 を確 立す るための一つ の大 きな基盤
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とな った。

昭和30年 代 か ら40年 代にかけての高度成長期を通 じて、 信託 銀行 は、個 人に対 しては長

期 の貯蓄手段 を提 供 し、企業 に対 しては長期資金 を供給 したが、人 び との資金 の蓄積が進

み、その内容 も多様化 して くるとともに、総合 的な財務管理機 関 として期待 され る よ うに

な り、適格年金 信託、厚生年金基金信託 、財産形成信託 な どの新 種業 務が開発 された。

さらに50年 代 にはい ってか らも、特定贈与信託や公益信託、更 に個 人年金信 託、 フ ァン

ド・トラス ト、特 定金銭信託、土 地信託 な どの業務を開始 した。

(3)信 託制度活用 の現況

信託業界は、主業 である信託業 務に加 え、不 動産 ・証券代 行 ・遺 言 の執 行業務等の併営

業務お よび一 般 の銀行業務 を営 んでい る。 また、信託 で引受 け るこ とのできる財 産の種類

は、金銭 に限 らず有価証券、金銭債権 、動 ・不 動産 な どと幅広 く認 め られてい る。

信託業 の専門的機能 として、通常 「長期金融機能」 と 「財務管理機 能」 が挙 げ られ る。

前者 は、貸付 信託や金銭信託 な どの よ うに、長期安定資金を受託 し、 これ を企業 の設備資

金や個 人の住宅資金 などのため の長期貸 出に運用す る とい う金融面 に、 また後者 は、動産 、

不 動産、有価証券 な どの信託 の よ うに管理面 に重点を置 いて とらえた ものであ る。 もっと

も、両者 はおのお の独立 した ものでは な く、車 の両輪 のよ うに一体 として機能 している。

最近注 目を集 めてい る年金信託や土地信託 な どは二 つの機 能を発揮 した もっと も信託 らし

い信託 といえ る。(参 考1-3-1)
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信 託 業 務

長 期 金 融 機 能

財 務 管 理 機 能
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貸 付 信 託

信 託 総 合 口 座

金 銭 信 託

個 人 年 金 信 託

財産形城信託・財産形成年金信託

年 金 信 託

証 券 投 資 信 託

金銭信託以外の金銭の信託

有価 証 券 の 信 託

金 銭 債 権 信 託

社内預金 引当信託

動産信託 ・不動産信託

土 地 信 託

遺 言 信 託

特 定 贈 与 信 託

公 益 信 託

その他(担 保付社債信託等)



信託業界 が預 っている信託財産 の大部分 は金銭 に よる受託 で、なかで も多 くの人 々の貯

蓄手段 として利用 され てい る金銭信 託お よび貸付信託 が全体 の約半分を占めてい る。 なお

近年 、特 に企業年金制度 を支 えてい る年金信託が着実 に伸 びてい るほか、土 地の有効利用

が求め られてい る中 で土 地信託 も脚光 を浴 びている。

信託財産額残高推移 億円

年末

金銭信託 ・貸付信託

年 金 信 託

証 券 投 資 信 託

有 価 証 券 信 託

動産 ・不動 産信託

そ の 他

合 計

58

349,055

86,345

135,719

13,560

5,394

13,624

603,700

59

401,659

101,260

179,329

11,872

5,660

20,544

720,329

60

460、631

117,843

197,673

14,056

6,374

39,907

836,487

61

551,334

138,618

312、375

33,953

6,872

97,883

1,141,038

62

644,776

159,009

448,248

45,263

7,464

149,681

1,454,444

出所(社)信 託協会 日本 の信託 昭和63年 版
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第2章 信託制度を考えるにあたっての社会の変化について

前章において 日本 の信託制度 の しくみや、歴史及 び現況 を概観 したが、信 託制度 の活用

を考 えるにあた って、 その前提 となる社会 の変化 を考 えてみ る こととす る。

(1)経 済 の発 展 と価値観 の多様化

最近 の 日本経 済の特 徴は、個 人消 費や民 間設備 投資を中心 とす る内需拡大 の基調 であ る

といえ よ う。特 に個 人消費は、二極 分化傾 向を示 しなが ら爆発 的な伸 びを示 して い るとい

われ ている。即 ち、住 宅、 自動車、電気製 品、雑 貨、旅 行な どの商 品が好調 な売行 きを示

しているわけであ り、 同時に その価額 も高額 と低額 の二極 に分化 を してい る。 例えば、音

響製 品でいえば 、マ ニア向 きの百万 円単位 のステ レオが売れ る一方 で、 ア ジアNIESの

低廉 な輸入商品 に も人気があ るとい った具合 であ る。

さて、 この よ うな内需 の好調 さの背景 につ いて は、概ね次 の よ うな ことが言 え るだろ う。

基本 とな るマ クロ経済環境 としては、円高、低金利、原油価格 の安定が挙げ られ よ う。

1985年9月 のプ ラザ合意 に よ りドルの過大評 価 の調整が始 ま った。 プラザ合意は 日米 を

中心 とした貿易不 均衡 に起 因す る国際経済調整 を為替水準 の修 正に よ り行お うとした もの

であ った。当初 円高は、国 内の輸出産業 にはデ メ リッ トにな るとい う考 えか らそ の経 済効

果は疑われていたが、輸入原材料価格 の低下 の恩 恵を受けた基幹産業 は もとよ り、先 に述

べ た アジアNIES製 品の流入や高級品輸入 の活 発化 、更 には海外旅行者 の激増 な どメ リ

ッ トとして認識 は定着 した。金利 は、 プ ラザ合意 以後 、 ドル安 を容認 しなが ら ドル金利 の

上昇 を阻止す るとい うのが双子 の赤字に苦 しむ米 国の基本 的政策 であ り、 これ に呼応 して

円高 が進 んで きたが、 この間国内金利は史上 最低 とな り、昭和62年2月 公定歩合は2.5%

とな っている。

原油価格は、世界経済 の停滞 と先進国 におけ るエネルギー努 力な どで安定状態 に あ り、

最近 においては概ね15ド ル(1バ ー レルあた り)の 価格水準 とな ってい る。

こ うした基本環境 の もとに、昭和62年 度 におけ る財政 出動に よる6兆 円の公共投資及 び

減税 が、建設関係を中心 とした経済波及効果 を呼 んだ ことも事実 であろ う。

また、企業活動は先 の基本環境に よって、輸入 原材料や調達資金 の コス トを低減 させ利

益 の 向上 につ なが った。 これ に よ りサー ビス業 は設備投資 を増加 させ、製造業 も構造転換

や合理化 に投資 を増や した。

そ して、最 も大 きい要因 としては、国内におけ る有効 な実物投資 のない状況 で、貯蓄資

金 が株式 と不動 産の マーケ ッ トに向か い価格 を上昇 させ た結果、資産 の大幅 増加を招 いた

15一



ことが挙 げ られ よ う。企 業 も個 人 もそ うした資産 の保有者 は、購買能力を身につけた こと

にな る。 日本経済研究 セ ンターの資料 に よれば、その額は、62年 の60年 対比で、株 式(東

証第1部)143兆 円、土地(民 有地)476兆 円の計619兆 円にのぼっている。 これに対

して勤 労者 の所得 や企業 の経常利益 はあわせ て37兆 円であ る。

これがいわゆ る資産効果 と呼 ばれ るものである。 個 人消費 の盛 り上が りは、間違 いな く

これ に よる ところが最大 ではないか と考 え られ る。

米

そ して、 この資産効果は 、資産 ・所得 ・消費 に対す る課税 のア ンバ ラ ンスや住宅 ・教育

な どの基礎 的費用 の肥大化 な どと相侯 って、経済的な格差 が拡大 し新たな富裕層 が形成 さ

れ る可能性を有 してお り、 これに よ り財 産の管理 ・運用 ニ ーズが一一層高 まることも考 え ら

れ る。

この よ うに、経 済の発展 は、先 に述べ た個 人の消費行動や投資行動に もさまざまな影響

を及 ぼ して いる。 価値観 の多様化 がその背景 にある といえ る。即 ち、消費欲 求 レベルにお

け る、 「もの」中心か ら、 「もの離 れ」 への変化 であ る。 また、購入す る財 ・サ ービスが

目的か ら手段 となることに よ って広域化 し、購入者 に とっての商 品は 自己実現 を図 るため

の もの とな っているとい って もいいだ ろ う。

そ して、価値観 の多様化 は今後一 層進 む もの といえ る。 それ は、資産効果 に よる階層 の

拡大 の他 に、例 えば①主婦 の社会進 出は家族 におけ る主婦 の役割 を変化 させ る とともに世

帯収入 の増加 を もた らす こ ととな り、家族構成員 に とって家族 と個 人の関係について さま

ざまな考 え方 を発生 させ るこ と、②産業構造 の変化 や企業活動 の拡大に伴 う人材 の流動化

や定職 を持たず にアルバイ トで収入を得 るとい つた人 々の増加 は、多様 な職業観 を もた ら

す こと、③社会 に対す る個人 の意識 も、労働時間短 縮 に よ り時 間的余裕が生 まれ るこ とや

主婦 の社会参加、高齢者 の増加、海外旅行熱の高 まり、外 国人の増加 とい った こ とが着実 に

浸透 して くると考 え られ るか らである。

② 国 際 化

日本 のGNPは 、1986年 時 点 で世 界 の11.8%を 占 め 、世 界第2の 経 済 大 国 と呼 ば れ て

い る。 世 界 各 国 あ るいは 地 域 のGNPの 世 界 に 占 め る シ ェ アは 、米 国が25.2%、EC

1&6%、 ア ジ アNIES1.3%と な って い る。(参 考2-2-1)

日本 と米 国 の1人 あ た りGNPを み る と、1980年 に は そ れ ぞ れ9,100ド ル、12,000

ドル 、1986年 に は16,100ド ル、17,400ド ル、87年 に はつ い に 逆 転 し、19,600ド ル、

18,400ド ル とな って い る。

1988年5月 発 表 の新 経 済 計 画 は 、 「国 の経 済 力 の 高 さ と国 民 の 生 活実 感 との間 に ギ ャ ッ
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プがみ られ る」 と指摘 してい るが、確か に個 人 の生活を見 る と、1人 あた りのGNPが 日

米で逆転 したか ら とい って、 日本 人の生活が アメ リカ人の生活 よ り豊か であ るとい った実

感を持つにはほ ど遠 い。 しか し、 それ で も豊 か さを増 しつつ あ るこ とは確 か な ようである。

例えば、電化製品 は高 い普及率 を誇 り、 カ ラーテ レビや冷蔵庫 は100%近 くに な って い

る。 最近 の円高 に よって、製品輸入が促進 され れば、更に これは助長 され よう。

また、 日本 の高 い貯蓄率 は、1世 帯あた り909万 円(昭 和61年)に 至 って いるが、そ

の投資対象 も、外国企 業 の株式や外 国の不 動産 にまで及ぶ状況 にな ってい る。

この よ うに 日本 の国際化は、物や金 の流 れ とい った面か らのいわば経済 中心 の国際化 と

して進 んできた面が強 い といえ よう。 今後 も円高や 自由化 な どに よって物や金 の流れが拡

大 してい くことは間違 いない。

米

経済面での発 展や繁栄に よって、世界 との距離 は着実 に縮 ま り、我 々 日本 人の生活や社

会 に対す る意識 も、 自己実現の追求 とい った形 での内面化や価値観 の多様化 とい った状況

を迎 えるであろ う。

急増す る海外へ の旅 行者 は、 そ うした状 況へ の一 つの過程 と位置づけ られ よ う。(参 考

2-2-2)

博報堂生活総合研究所 が1987年 に行 った生活 の国際化調査に よれば、首都 圏40km圏 内に

住 む1,600人 の うち海外旅 行経験者は32%、 海外生活経験者は4%、 外 国人の友人がい る

人は13%、 日常会話を話せ る人は7%で あ った。 また、NHKが1987年10月 に行 った 「国

際感覚」調査に よれぽ(全 国16歳 以上 の3,600人 対象 、有効回答数2497人 、回収 率

69.4%)、 外 国旅行 にでかけた ことのあ る人は20%、 外 国語 を学校や塾 以外 で学 んだ こ

とのある人は10%、 外 国人 と話 した ことのあ る人は38%と な ってい る。

総 じて、人の国際化 の前提 ともいえ る外 国 との接点 はまだ少 ない。 しか し、博報堂、N

HKの 両調査 におけ る外国に対す る興味や意識 は、現状 の レベルを上 回 ってい るといえる。

博報堂の調査 におけ る海外 情報 の入手へ の欲求やNHKの 調査におけ る抵抗感を感 じる項

目について も、特 に抵抗 を感 じるものは ない とす るのが30%強 存在 してい る。

さ らに、経済企画庁 が昭和61年5月 に行 った 「国際化 と国民意識」 の調査結果において

も表われてい るよ うに、外 国や外国人への抵 抗感は、外国人への親近感 や外国旅行 の経験

のあ る人ほ ど少 な くな ってい る。従 って、海 外情報や外国旅行 の頻度 が高 まれば高 まるほ

ど人の国際化 の素地 が形成 されてい くと考えて よいであろ う。 もちろん 日本 人が出て行 く

だけではな く、外 国人が 日本 に入 って くるこ とも同様 の効果 を有す る といえ る。

こ うした こ とと、 日本が世界の中での役割 と責任 を求め られ る とい う状況 を重ね あわせ

る時、 これか らの 日本 の新たな国際化 には 、文化 的な価値を大事 にす る視点 が基本的に重
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要 な もの として位置づ け られ る ことにな るのではないか と考 え られ る。 いいかえれば、商

売 のため だけの経済行動が主体 の国際化 か ら異文化へ の認識や寛容 さとい う意識面 を も含

んだ社会全般 におけ る国際化へ の移行 ともいえるだ ろ う。

それは また、経済 の国際連携化、相互依存が強 まるなかで、長期的 な視点での 日本全体

の利益を確 保す るとい うこ とを意味す る。

米

先 に述べ た個 人 レベルでの投資 の国際化、例 えば、ハ ワイや ヨー ロッパに別荘 を所有 し

た り、海外 か ら国内の株式 ・不動産投資 を行 うな どの状 況は ます ます強 まると考 え られ る。

また、企業 レベルでは一層 幅広 い活動 が展開 され るこ ととな ろ う。一 般的な株 式や不動産

の投資は もとよ り、エネルギ ーや食糧 な どの資源 開発、 レ・ジ ャー、 リゾー トを中心 とした

地域開発 、あ るいは これ らのイ ンフラス トラクチ ャーを形成 す る電力や運輸手段等 をプ ロ

ジ ェク ト・フ ァイナ ンスやエ ス クロウ勘定 な どを活用 してい くケースが増加す るもの と思

われ る。殊 に累 積債務 に苦 しむ発展途上 国に於 け るプ ロジェク トではその ニーズは強 いで

あろ うし、金融 手法の高度化や セキ ュ リタイゼーシ ョンに よる リスク分散 に よ りプ ロジ ェ

ク トごとの フ ァイナ ンスが比較 的容易 に対応可能 となろ う。

さらに、技術 開発競争 の激化 は、技術 その もの例えば、 コンピュータ ソフ トウエアな ど

の無体財 産権 の権利保護が強 く要請 され ている。 しか し他 方で技術開発 のための資金供給

が求 め られてい るの も確か で、技術 と資金 を うま くかみ合 わせ るこ とが必要 とな ってきて

い ると考 え られ る。

日本企 業の外国進 出や外国企業 の 日本進 出に伴 う地域社会 におけ る企業 の対応方法は即

座 に企業 の従業 員の 日々の生活 に繋 が って くるこ とか ら相互理 解 のための有効 な手がか り

も必要 な もの といえ るであろ う。

③ 人 口構成 の変化

我 が 国 の 人 口は 、 昭和75年(2,000年)に お いて1億31百 万 人強 と推 定 され て い るが 、

これ を年 齢 別 に見 る と平均 余 命 の伸 び な どを背 景 と して 高 齢 人 口 の伸 び が総 人 口の伸 び を

か な り上 回 り、 人 口構 成 の高 齢 化 が急 速 に進 展 す る。 そ の 結 果 、 総 人 口に 占 め る65歳 以 上

の 人 口(老 年 人 口)割 合 は、 昭 和60年 の10.3%か ら昭 和75年 には1&3%、 実 数 で は

12,468千 人か ら21,338千 人 へ887万 人増 加 す る と見 込 まれ る。

また 、 生 産 活 動 の担 い 手 とな る15歳 か ら64歳 ま で の総 人 口に お け る構 成 比 は 、 昭和60年

には6&2%で あ るが、 昭和75年 に は658%と 低下 し、実 数 は8,250万 人 か ら8,626

万 人 と376万 人の増 加 に と ど ま って い る。

同様 に、0～14歳 の年 少 人 口 の構 成 比 は、 昭 和60年 の21.5%か ら昭 和75に は17.9%
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と低下 し、実数 も244万 人の減少 と推 計 されている。

人口構成 は、その主な要素 であ る性 、年齢別 の出生率 、死亡 率及び社会移転 の うち、専

ら出生率 の動 向が将来の動 向を左右す る もの とな ってい る。

人口構成の推移

(単位1000人/%)

昭 和 年

50

55

60

61

65

70

75

総 数

111,940

117,060

121,049

121,672

124,225

127,565

131,192

年 齢 三 区 分 人 口

0～14

年 少 人 口

27,221

24.31

27,507

23.49

26,033

21.50

25,434

20.90

23,132

18.62

22、387

17.54

23,591

17.93

15～64

生 産 年 齢 人 口

75,807

67.72

78、835

67.34

82,506

68.15

83,368

68.51

86,274

69.44

87,168

68.33

86,263

65.75

65～

老年 人 口

8,865

7.91

10、647

9.09

12,468

10.29

12,870

10,57

14,819

11.92

18,009

14.11

21,338

16.26

資料 総務庁統計局統計調査部国勢統計課 「国勢調査報告」労働力統計課 「日本の

推計人口」 「推計人口」厚生省人口問題研究所 「日本の将来推計人口」

出生 率 の最 近 の 動 向は、 高 学歴 化 と晩 婚 化 傾 向 の中 で1組 の夫婦 が 産 む 子 供 数 が 平均2.

17人 と過 去 の 最低 を記 録 して い る。 昭 和62年6月 実 施 の 「厚 生 省 人 口問 題 研 究 所 第9次

出産 の調 査(結 婚 と出産 に 関 す る全 国 調 査)」 に よれ ば、昭 和40～44年 に結 婚 した初婚 の夫

婦 は 、 平 均 年 齢 夫26.9歳 、 妻23.8歳 だ った が 、 昭 和60年 以 降 では 、夫28.3歳 、 妻2

5.7歳 と晩 婚 化 の傾 向が浮 き彫 りに な って い る。 学 歴 別 に み る と高学 歴 者 ほ ど晩 婚 で 、恋

愛 よ り見 合 の カ ップル の方 が遅 くな って い る。 結婚 に い た る まで の交 際期 間 は平 均17.2

か月 で年 々長 くな って い る。

また 、 平 均 出生 児 数 に つ い てみ る と、 昭和15年 に は427人 で あ った も のが 一 貫 して減

少 し昭和47年 以 降 は、 ほ ぼ2.20人 で安 定 して い た。 昭 和57年 の前 回調 査 では 、2.23人

とや や上 向い た が 、 今 回 は2.17人 とわ ず か な が ら再 び減 少 した。

妻 の学 歴 別 にみ る と、 「大 学 卒 以上 」 の高 学 歴 主 婦 の平 均 出 産 児 数 は2.32人 で 、
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「中学 校 卒 」 の2.22人 を上 回 って 最 高 とな って い る。 職 業 との 関 係 か らみ る と、一 生 仕

事 を継 続 す る主 婦 は 、 「結婚 退 職 し、 子 育 て後 に再 就 職」 す る主 婦 と並 んで2.28人 と最 も

高 く、 「結 婚 退 職 し、 そ の後 は仕 事 を 持 た な い」 等 専 業 主婦 型 の2.15人 を上 回 ってい る。

この 調査 か ら見 る限 りに おい ては 、 「高 学 歴 、 キ ャ リア ウ ーマ ンは 子 供 を 作 らな い」 とい

うの は現 実 に は あ ま りあ ては ま って い な い と も言 え るだ ろ う。

子供 の数 に つ い ては 、 理 想 は3人(47.5%)、2人(37.6%)、4人(10.7%)の

順 で 、 平均 は2.66人 とな ってい るのに対 し、 現実 は、妻 が20～40歳 の主婦 をみ る と、2

人(60.5%)、3人(3α2%)、4人(1.4%)の 順 とな ってお り、 その ギ ャ ップが 目

立 って い る。

男 女 の組 み 合 わ せ ば 、子 供 が2人 の場 合 は 男1人 女1人 を希 望 す る親 が85.5%と 圧 倒

的 に高 い が 、 子 供1人 の場 合 には 、 男37.1%に 対 し女62.9%と な って お り、 前 回調 査 の

男51.5%、 女485%を 大 き く逆 転 した。 子供3人 の場 合 には 、 「男2人 女1人 」 が 「男

1人 女2人 」 を わ ず か に上 回 って い る のが 、 前 回に 比 べ る と 「男1人 女2人 」 の割 合 が10

ポ イ ン トも増 加 して い る。(参 考2-3-1)

米

家 族 ・世 帯 に つ い て は 、昭 和60年 の国 勢 調 査 に よれ ぽ 、全 国 の世 帯 数 は3,798万 世 帯 で

あ り、 昭 和55年 時 点 よ りも6%増 加 して い る。 この うち核 家 族 世 帯 数 は2,280万 世 帯 で5

6%増 で あ るが 、全 世 帯 数 の伸 び を6%下 回 って い る。 しか しな が ら、 片親 と子供 の構成

す る核 家 族 数 は 、240万 世 帯 で17%の 伸 び とな って お り世 帯 状 況 の変 化 が うかが え る。

一 方 で単 独 世 帯 数 も789万 世 帯 で11
.1%増 とな って お り全 世 帯 の伸 び を 大 き く上 回 って

い るo

これ を世 帯 数 の構 成 割 合 と して見 て い くと特 に 注 目をす る必 要 が あ るの は第1に 、核

家 族 割 合 の減 少 で あ り、第2に 、 そ の中 で の片 親 と子供 の構 成 に よ る核 家族 割 合 の増 加 、

第3に 、 単 独 世 帯 割合 の増 加 と言 え るだ ろ う。
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一般世帯数

年 次 総 数

親 族 世 帯

総 数

核 家 族 世 帯

総 数 夫婦のみ 夫婦と子供 男親と子供 女親と子供

その他の

親族世帯

非親族

世 帯

単 独

世 帯

世帯数(千)

45

50

55

60

30、297

33,596

35,824

37,980

24,059

26,968

28,657

30,013

17,186

19,980

21,594

22,804

2.972

3,880

4,460

5,212

12,471

14,290

15,081

15,189

253

257

297

356

1,491

1,553

1,756

2.047

6,874

6,988

7,063

7,209

100

67

62

73

6,137

6,561

7,105

7,895

比 、率(%)

45

50

55

60

100.00

100.00

100.00

100.00

79.41

80.27

79.99

79.21

56.72

59.47

60.27

60.18

50.97

54.08

54.54

53.71

5.75

5.38

5.73

6.32

22.68

20.80

19.71

18.98

0.33

0.19

0.17

0.19

20.25

19.52

19.83

20.78

「国勢調査」 による。昭和45年 は,沖 縄県を含む。一般世帯 とは,普 通世帯(住 居 と生計を ともに してい る人の集ま り及 び一戸を構 えて

住んでい る単身者)に 準世帯の うち間借 り ・下宿な どの単身者及び会社な どの独 身寮 に居住す る単身者を加えたものをい う。

資 料1総 務庁統計局 「国勢調査報告」

労働 力 ・就業 については、労働力率 、労働 人 口の見通 しか ら次 の よ うな展望が持たれ て

い るo

労働 力率 については、相 対的 に労働 力率 の低 い高年齢 層 の人 口が増加す る こと等か ら今

後 ともゆ るや かな低下傾 向が続 くもの と見込 まれ、昭和60年 の63.0%か ら昭和68年 に61,

3%、 昭和75年 には60.7%と な る。 ただ し中高年 女 子 については、第3次 産業 の進展 、

パ ー トタイ ム労働へ拡大等 に よ り労働 力率 が高 ま り、今後 とも女性 の職場進 出が進 む もの

と見込 まれてい る。

この よ うな労働 力率、人 口の将 来動 向を前提 として今後 の労働 人口を展望 す ると、 労働

力人 口は 、労働 力率がゆ るやかに低 下す るものの15歳 以上 人 口の伸びがあ ることか らわ ず

か なが ら増加 してい く。即 ち昭和60年 には5,963万 人、 昭和68年 には6,337万 人、昭和

75年 には6,506万 人になると見込 まれ る。

また年齢別 には、人 口の高齢化 を反映 して若年層 の ウエイ トが低下 し、高齢労働 力の ウ

エイ トが著 し く高まるもの と見込 まれ る。労働 力人 口に 占め る60歳 以上層 の割合は、昭和

60年 の9.8%か ら昭和68年 には12.2%、 昭和75年 には136%に 達する。60歳 以上層 の労

働力率は、農業就業者 の減 少、 自営、家従比率 の低下、年金制度 の成熟化等を背景 に、 こ

れ まで もゆ るや かに低下 して きたが、今後年金 の受給開始年齢 が現在 の60歳 か ら65歳 に 引

き上げ られた場合 には60～64歳 層 の労働 力率が反転上昇す る可能性 もあ り、 この場合に は

高齢 労働 力の ウエイ トは よ り一・層 高 まることにな る。(参 考2-3-2)
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産業別 の全 産業 に占め る就業者比率 は、第1次 産業、第2次 産業は低下傾 向が予想 され

る。但 し、第2次 産業 のなかで も、特 に建設 につ いては、一貫 して増加が見込 まれ る。

'これ に対 して第3次 産業 の就業者は
、著 しい増加 が予想 され昭和75年 には、昭和60年 比

で700万 人増 とな り全産業就業者 の増加数約500万 人を上回 ってい る。 なかで もサ ービス

業 は、情報化 が経 済 の ソフ ト化、サ ー ビス化 の進展す るなか で需 要の大 きな増加が続 くが、

生産性 の向上 を図 る ことが相対的 にむずか しい面 もあ って就 業者数 が675万 人増 と著 し く

増加 し、第3次 産業 の増加数 のほぼ全部を吸収す るこ ととな って しま う。 この ことは、他

産業か らの労働 移動 が起 こることを意味 して いるが、産業構造調整 の過程 では、必ず しも

労働移動が円滑 に進 む とは 限 らないので、相 当の問題が発生 して くる可 能性があ る。

また、地域 間 の労働力配置 を考え ると、今後 の雇用 吸収が期待 され るサ ービス業 は、国

際機能、中枢機 能、都市機能 を前提 と した ものが多 いことか ら、大都市圏 、 と りわ け東京

圏へ の集中化 傾 向が続 く可能性が大 きい といえ る。 他方で、地方 の過疎化 は進 み農業労働

力 の脆 弱化 を招いて い る。(参 考2-3-3)

米

社会保障 については、年金、医療 、社会福祉 の分野 におけ る福祉 サ ー ビスが充実 してい

くことは、生 活の安 心感 を増加 させ る意味 か ら重 要な ことといえ る。(参 考2-3-4)

人口の高齢化 や世 帯 の単独化 、資産拡充等 に よ り、 こ うした福祉 サ ー ビスへ のニーズは、

ます ます強 まってい くもの と思われ る。

サ ービス供給側 につ いて いえぽ、量的 、質的 な変化 に公的部門だけで対応す るには限界

もあ り、民間 部門の活動に期待 が持 たれ る。

また、人 口高齢化 の進 展等に伴 って社会保障規模 は拡大 し、所得保障、医療、ねた き り

老 人介護 、社会保 障移転及び負担 の高 ま りといった面 か ら くる要請 も強 くなる ものと考 え

られ る。

具体 的には、 まず所得 保障を考え ると、現行 モデル年金 の水準 は基本生活費 を十 分に賄

い うると考 え られて い るが、個人 ニーズの多様化 やゆ と りの部分を考慮す る必要が あ り、

企業年金 、個 人年金 、就業等 で補 うことが発生す る。老後生活 の公的年 金負担は、現行 の

公的年金 制度 の まま推移 した とす ると、 昭和60年 の6.0%が 昭和75年 には&5%、 昭和85

年 には11%程 度 に上昇す ると見込 まれている。 これを65歳 までの雇用確保 と被用者年金 の

支給開始年齢 を65歳 まで引 き上げ ると した場合 には、稼得収入 の ウエイ トが上昇す る結果、

公 的年金負担は、昭和85年 で9.5%程 度 にな る と見込 まれ る。

次 に、医療 ニ ーズは、受療率 の高い高齢者 の増加等 で大幅 に増加 してい くと予想 され る。

即ち、現行受療率 で推移す る場合、患者 数は、昭和59年 比で、昭和68年 に25%程 度、昭和

75年 に40%程 度 、昭和85年 に50%程 度 増 加す る と試 算 されてい る。 これ に伴 い、 国民医
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療費 も対 国民所得比 でみ て着 実 に上昇 してい くと見込 まれ る。(参 考2-3-5)

第三 に、ねた き り老 人介護 は、 人口高齢化、高齢者 世帯 の増 加、女性 の社会進 出等 に よ

り、そ のニーズは増加 してい る もの と考 え られ る。

ね た き り老 人数は、昭和60年 の63万 人から昭和68年 には84万 人、 昭和75年 は107万 人、

昭和85年 には136万 人 と倍増 す る との予測が ある。(参 考2-3-6)

第 四に、社会保障 の移転 及 び負担 の増大 である。

現 行制度 を前提 とした場 合、社会保障移転 の対国民所得 比は、昭和60年 の140%か ら、

昭和75年 には20.5%、 昭和85年 には24%程 度に上昇 し、社会 保障負担 の対 国民所得 比 も

昭和60年 の10,6%か ら昭和75年 には14%、 昭和85年 に16.5%程 度に高 まると試算 され

てい る。(参 考2-3-7)

来

以上 の よ うな人 口構成 の変 化予測か ら次の よ うな こ とが いえ る。

まず第一 に、老年 人 口の増 大 と生産年齢 人 口、年 少人 口の増 大停 止ない し減少傾 向に よ

って単独世帯は増加 してい くこ とにな り、生活 の孤独化 を招 くといえ る。 こ うした ことへ

の対応か ら民間サー ビスが さまざまな形 で発生 して くるであろ う。特 に高齢者 の場合 には、

社会 とのかかわ りを持 ちつ づけ ることが活力維持 の前提 といえ ることか ら、 その工夫 が必

要 となろ う。

例えば、高齢者だけ の集合 的隔離施設 ではな く、幼児施設や軽作業 を内容 とす る企業 の

施 設 な どとの組合わせは有効 な もの といえ よ う。 ヘ ルス ケア と社会参加を基本要素 に した

さまざまな施設やサ ー ビスの組合 わせが求め られ る と考 え られ る。高齢者 の多様 な状況 に

即応 した システ ムが確立 され て くれば、精神的余裕が醸成 され て社会 的な活動への興 味や

意欲 が湧 いて くるこ とも十 分考 え られ る。

第二 に、高齢者 と中高年 女性 の社会進 出に よって、特 に第三 次産業分野におけ る労働が

担わ れ ることが予想 され るが、就業形態 の多様化 や ワー クシェア リングが求め られ る。

第三 に、人材 の流動 化や雇 用 の ミスマ ッチに伴 って教育、学習の ニーズは高 ま り、職場

や地域 におけ る活動が活発化 す るといえ る。

第 四に、農業は、市場 開放 圧力 の高 ま りのなかで、既に男子の農家世帯員全体 の27%

が60歳 以上 、65歳 以上 が19%(60年 農業 セ ンサスに よる)と な ってお り、他産業 と大 き く

異 な る労働 力構造にな りつつ あ る。

(4)情 報 ・サ ー ビス化

産 業 構 造 の変 化 は 、 コン ピ ュー タ ・エ レク トロ ニ ク スを 中心 とす る高 度 技 術 化 と消 費 の

完 熟 化 、 それ に国際 分 業 関 係 の 変 化 に よ る と ころ が大 きい とい え よ う。
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特 に プ ラザ 合 意 以 降 の急 激 な 円 高 は 、鉄 鋼 、 造 船 な ど国 内 の伝 統 的 な 製 造 業 を合 理 化 や

多 角 化 へ 追 い込 んだ し、 最 近 に 至 って は、 ア ジ アNIESの 製 品 が 急 速 に 流 れ 込 む とい っ

た 国際 分 業 関 係 の変 化 が 如 実 に これ を示 して い る とい え よ う。

いず れ に して も、 一 部 の業 種 を除 け ば、 第1次 産 業 と第2次 産 業 は 、 今 後 産 業 の中 で の

シ ェア を下 げ て い くこ と とな る と考 え られ る。

一 方 で第3次 産 業 は
、1985年 時 点 で58%程 度 の シェ アを有 して い るが 、2000年 に お い

ては63%の シェ アを持 って しま うとの予 測 もあ る。

但 し、 第3次 産 業 の 内容 は、 相 当 に多 様 で あ り、 か つ シ ェアが こ こ まで 大 き くな って く

る と何 らか の分類 整 理 を 行 うこ とが必 要 で あ るが 、1次 、2次 の 産業 を統 合 して 物 財生 産

部 門、3次 を2つ に 分 割 して ネ ッ トワー ク部 門 と知 識 ・サ ー ビス生 産 部 門 の3部 門 分類 に

よ る方 法 が あ る。

米

情 報 ・サ ー ビス化 は 、 技 術 革 新 に よる情報 供 給 の た め の 社会 基 盤(イ ン フ ラス トラ クチ

ャ ー)の 拡 大 とそ の 上 に 成 立 す る多 様 な企 業 活 動 の進 展 、 社会 的 ニ ーズ の増 大 とい った も

のが 背 景 とな って い る と考 え る こ とが で き る。

即 ち、 情報 供給 基 盤 は 、 コ ン ピ ュー タ ー と通 信 で あ るが 、 これ は コ ン ピ ュ ー タ ー技 術 の

急 速 な進 歩 と通 信 自 由化 に よ りもた らされ た とい って よい で あ ろ う。 通 信 回線 の 開放 に伴

うVAN(付 加 価値 通 信 網)業 者 の発 生 は正 し くこの 例 で あ り、第2電 電 、 第2KDDな

ど も同様 で あ ろ う。 そ して この よ うな 基盤 の上 に は 、POS(販 売 時 点 情 報 管 理)やSA

(ス トア オ ー トメ ー シ ・ソ)を 導 入 した 物販 業 、24時 間体 制 で デ ィー リン グ業 務 を行 う金

融 業 な どが あ る とい え る。 また 、 サ ー ビス分 野 で も、 宅 配便 、転 送 電 話 、 人材 派 遣 菜 箸 が

あ るが、 こ うした ニ ューサ ー ビス分 野 は 、特 に規 制緩 和 を機 会 に誕 生 し急 成 長 を遂 げ て い

る こ とが記 憶 に新 しい。

米

社 会 的 な ニ ー ズ の増 大 につ い ては 次 の よ うな こ とが い え るだ ろ う。 人 口構 成 の変 化 との

関 連 で い えば 、 ① 若 年 層 世 代 の増 加 に よる世 代 交 代 の進 行 が 、生 活 を 楽 しむ た め の サ ー ビ

スや コ ン ピ ュー タ ー機 器 類 へ の慣 れ が早 い こ とな どか ら、 リース ・レン タ ル シ ョ ップ の利

用 や フ ァ ミコ ン、 パ ソ コ ンの利 用 を 図 り、新 た な サ ー ビス需 要 を喚 起 して い る こ と、 ② 家

族 構 成 は、 出生 率 の低 下 、 核 家 族 化 の進 展、 老 人 の単 身世 帯 の増 加 に よ り少 人数 化 が進 行

して い る こ とか ら、 これ に女 性 の社 会進 出 も相 侯 って 、 外食 、老 人介 護 等 の家 事 代 替 サ ー

ビス の依 存 も増 え て い く傾 向 に あ るこ と、③ 長 寿 化 の進 展 に よ り、 高 齢 者 の もつ潜 在購 買

力 が急 激 に増 加 して お り多 方 面 にわ た る シル バ ーサ ー ビス ・ビ ジネ スが 生 まれ る素 地 の あ

る こ と、④ 出産 児 数 の減 少 に よ る育 児 期 間 の短 縮 、 電 化 製 品 の普 及 に よる家 事 労働 の軽 減 、
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高学歴化等 に よ り主婦 の社会進 出が際立 っている ことか ら、家事労働 の外注化 、外食産業、

家事代替 といったサ ー ビスへ の要請が強 くな るこ と、 が挙 げ られ るだ ろ う。

また、地域社会 の変化 とい うこと もいえ るだ ろ う。都市への人口集中は、サ ラ リーマ ン世

帯 の増加 と生活 パ ター ンの変化等に よ り、 サ ービスニーズの都 市移 動を描 き出 してい る。

これ は、複合 的な人 口移動 に よる過疎化 の問題 を生 じさせなが ら、過密都 市に おいて も、

転勤、移転 の一般化 に よって隣接居住者 との結 びつ きを弱 めてい る。 この結果 、例 えば葬

式の ように本来地縁 的 な行事 も外部専門サ ービスに依存 す る傾 向が強 くな って いる。一一方、

女性 の社会進 出 とも関連 して、スポー ツ、文化、教養 、趣味等 を通 じた仲間 づ く りが活発

化 す る傾 向にある。

社会 的不安感 の増大へ の ニーズ も強 ま ってい る と考 え られ る。 通 り魔 や精神異常者 に よ

る偶 発的犯罪の発生な どが その原因 と考 え られ る。 企業 向けサ ー ビスが中心 であ った警備

業 は一般家庭 へのサ ービスまで範囲を拡大 してい る。 また、今後 は、成 長社会 のひずみか

ら くる精神的な不安感 の除去 に対す るニーズが求め られてい くことも想 定 され よう。

国際化 の進展 は、海外 で活動す るサ ラ リーマ ン等 の増 加を促 した結果 、子女教 育や健康

保持等への ニーズに対応 したサ ービスを生みだす こととな った といえるだ ろ う。海外 引越

サー ビスや、在外邦 人向国際宅 配サ ービス、海外緊急医療 サ ービス、海外子女教育 サー ビ

スな どがあげ られ よ う。

以上 が主 として対個 人サ ービスについてであ るが、 これ をま とめ ると次の よ うな ことが

いえ るであろ う。

第一 に、便宜 性 とい う側 面 である。 日常生活 におけ る家事 の代行 サ ービスや さまざまな

商品 の レンタル、 リース、 あるいは外食 、宅配 、無店 舗販売 、通信販売 とい った ものが こ

れ にあては まるといえ るが、単純 で短期間 の代替 サ ー ビスが これに あては まるだ ろ う。

第二 は、快適性へ の欲 求の高 ま りに よる ものであ る。 これ には、教育、 スポ ーツ、健康、

医療、 レジ ャーとい った肉体 的、精神的 な快適性 を指 向す る内容のサ ー ビス業が入 る とい

えるが、余暇時間 の拡大 に伴 って今後 とも増加す る もの といえる。

第三 に、専門性 の要請が挙 げ らた る。医療 、保健に おいて も、 日常 の健康保持 程度 であ

れば、 ことさらに専門性 を強調す る必要性 はな いか もしれないが、精神面 におけ る社会 的

不 適合状態や情報 の氾 濫す る中での悪徳商法 に満 され ないための事前対応、海外 での病気

に伴 う緊急帰国手配な どに対 して高度 な専 門性 が要 求 され ることとなろ う。

そ して、第四には、 これ らの特性 を総合 した窓 口的かつ最終 的なニーズへ の対応 を可能

とす る総合性が必要 とな って くるのではないだ ろ うか。 とい うの も、 どこに行 け ば 自分

の希望す るサ ービスが受け られ るか が分か らない ことが多 いか らであ る。

来
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対 企 業 サ ー ビスに つ い て も、 次 の よ うな こ とが い え るで あ ろ う。

第 一 は 、 便 宜 性 で あ ろ う。 ほ とん どの ケ ー スは 、 これ に 当 ては ま る と思わ れ るが 、対 個

人 サ ー ビス と違 って 、企 業 は 時 間 と投 資 を 惜 しまな け れ ぽ 自 ら対 応 し うる場 合 もあ るが、

面倒 を 回避 す るた め 便宜 性 を 重 視 して い くこ ととな る と思 わ れ る。 人材 派 遣 や ビル メ ンテ

ナ ンス は典 型 例 で あ ろ う。

第 二 は、 専 門性 であ る。 新 た な事 業 分 野 へ の展 開 や 専 門 家 の不 足 か ら くる もの で あ る と

い え よ う。 市 場 調 査 、商 品 開 発 、 イ ベ ン ト・プ ロデ ュ ー ス ・デザ イ ンな どが これ に あ て は

ま るだ ろ う。

第 三 は、 社 会 性 であ る。 社 会 的 イ メー ジ の増 大 や イ メー ジチ ェ ン ジ、 あ るい は企 業 活 動

上 の メ リ ッ トを 目的 と して 行 わ れ る ものが あ る。 広 告 代理 業 やCIプ ラ ンナ ー、 格 付 会 社

が これ に あ た ろ う。

企 業 の場 合 には 、 個 人 と違 って活 動 上 の判 断 力 は相 当 に 持 ち合 わ せ て い る と考 え られ る

か ら、 総 合 性 とい った もの は 基 本 的 に は不 要 で あ ろ う。 但 し、 個 人経 営 の小 規 模 な会 社 で

あれ ば個 人 に近 い もの とい え る。

旧 生活様式 の都市化 と地域 アイデ ンテ ィティの模索

日本 人の生活様式は、戦 後復興期か ら高度成長期 を経 て最近に至 るまで、 ア メ リカ流 の

生活 を夢 みて、物質的な豊か さを得 ることを 目標 に して きた といえ る。す なわ ち、多少断

定 的にいえぽ電化製品や 自動車 を他 人 と同 じよ うに持 ってい ることが生活 の必要条件 であ

り、 また、大都市 にあるア メ リカ的 な商店や商 品を導 入す るこ とが生活 の向上 に遅れ ない

ための要素 であ ると信 じたわけ である。

これが、全 国的に発達 した新 聞、 ラジオ、 テ レビな どの力に よってすみずみ にまで伝播

され 、金太郎飴 的な生活様式 の都市化 が進んだ とい って よいであろ う。

こ うした生活様式 の都 市化 は、 同時 に地方の情報発 信力が次第 に消 えてい った ことを も

意味 してい る。す なわ ち、個 人の衣食住 に限 らず 、 ビルや店舗 、町並み まで も画一 的 な面

白みに欠 け るものに変 えて しまったわ けであ る。

そ して、 この傾 向は、近年特 に強 ま り、都市 の中で も東 京への一極集中が進行 し、 その

他 の都市 は、今や東京以外 の地方 として一括 りに され て しまってい ると言 って も過言 では

ない。

結 果 として、生活様式 の都市化 は、生活 の物質 的な レベルの向上 を もた らしたが、他方

では画一化 を迫 り地域独 自の文化や伝統 を失わせた といえ よう。 これは、東京 も例外 では

ない。

米
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まず、東 京 と地方 の関係を具体 的にみてみ ると、そのア ンバ ランスは、東京 へ の人口集

中 と地方の活力 の停滞 とな って表 われ てい る。

近年、若年層 を中心 に東京への集 中が起 こ ってい るが、 これは地方景気 の後退 、構 造不

況 に よる就業機会 の縮小、経済 のサ ー ビス化 の動 きなどが、大都 市 と くに東京圏(東 京都

・埼玉県 ・千葉県 ・神奈 川県を総称す る
。 以下便宜 的に 「東京」 とい う。)の大学 に入学 し

た若者 の多 くに、 地元へ戻 らず、東京 で就職 活動を行 い とどま らせ るよ うに作 用 したため

と考 え られ る。(参 考2-5-1、2-5-2)

国土庁は、企 業誘致 な どで雇用 の場 が創 出 され て もUタ ーンに結びつか ない理 由を、雇

用 の場 の内容 との ミスマ ッチ と地域 の生 活環境 との ミスマ ッチに大別 して いる(62年 度版

「過疎対策 の現 況」)。 雇用 の場 の内容 との ミスマ ッチでは、給与 が低い、業種 ・職種 が合

わ ない、女子雇用型 であ るな どを挙げ てい る。九州 や東北 では一部 にIC工 場 な どエ レク

トロニクスを中心 と した先端企業 の工場誘致 が行われ ている。 しか し、 その過半数 は付加

価値の少 ない組立工程 であ って、技術集積度 の高 い工程や中枢 機能 は東京 に留 まった まま

であ り、結局地場産業 の育成や技術移転 には結 びつ いていな い よ うであ る。地域 の生活環

境 との ミスマ ッチ では、娯楽機会 の不 足、交通が不便、田舎 の閉鎖性 がいやな どが挙げ ら

れている。

企業誘致等により雇用の場が創出されて もUタ ーンに結びつかない理由の状況%

雇 用 の 場 の 内 容 との ミス マ ッチ(385市 町 村)

①給与が低い

②業種 ・職種が合わない

③女子雇用型である

④零細企業で雇 用の安定性に欠ける

⑤仕事がきつい

34.3

26.8

20.0
一

9戸

戸

地域の生活環境との ミスマッチ(407市 町村)

① レク リェ ー シ ョ ン等 娯 楽 機 会 の不 足

②交通が不便

③田舎の閉鎖性がいや

④下水道の未整備等生活環境に不満

⑤住宅の不足

33.7

17,0

9.8

9,3

8.6

国土庁調べ(62年10月)出 所 国土庁62年 度 「過疎対策の現況」

また さ らに、 東 京 で は サ ー ビス化 の 進 展 に よ って、 若者 が簡 単 に アル バ イ トを して稼 げ

る場 が拡 大 し、 必 ず し も定 職 を 得 な くて も生 活 して いけ る よ うに な った こ と も東 京 集 中 に

寄 与 して い る と考 え られ る。

そ して、 この よ うな状 況 が進 む な か で、 出 産年 齢 層 が東 京 に集 中 し、 東 京 の 人 口は 自然

増 の様 相 を呈 して きて お り、 これ らは 、東 京 が ます ます 生 活 の場 と して重 要 な意 味 を持 つ

もの とな りつ つ あ る とい うこ とを意 味 す る と同時 に 、地 方 にお け る高 齢 者 の比 率 が 急 速 に

高 ま る こ とを予 測 させ る もの で あ る。(参 考2-5-3、2-5-4)

特 に いわ ゆ る過 疎 地 域 で は、 既 に 過 去5年 間(昭 和55～60年)で 人 口が 減 少 して い る市
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町村 が957団 体 あ り、 うち10%以 上減少 してい る市町村 が107団 体 存在す る。 また、10歳

代後半か ら20歳 代 の減少が著 し く、逆 に65歳 以上 の高齢者 の増加率は10%を 超 え、高齢者

比率は17.0%(全 国平均10.3%)と 極 めて高い。 島根県 のよ うに、人 口流 出の減少が過

疎 問題 の緩和 ではな く、流 出すべ き人 口が無 くな りつつ あ ることを意味す るほ ど、過疎が

深刻 にな ってい るところもあ る(島 根県 では、人 口流 出の減 少 と ともに、農業 の専業化率

の増 加、高齢者 率 の増大が発 生 してい る)。

この よ うな過疎 について、国土庁 は、 「人 口について 「数」 の問題 とともに、その 「質」

が大 きな問題 として顕 在化 して くるこ とに よ り、地域 の社会機能 が一一層 の低下を来 たす の

ではないか」 と危惧 してい る(62年 度版 「過疎対策 の現況」)。また、昔 は地域社会 の運営

や 人 々の生活に、打てば何 かバネ返 って くる ものがあ ったが、今や無気 力状態 の安穏社会

とな って しまい、絶望 的で ど うしよ うもない とい う意 見 もあ るが、今後 どの ように変化 す

るの かは、必ず しも明 らかではない。

経済的 に も地 方は前述の よ うに市場 の力 に よる枠組 みの変化 のなかで、輸 出型産業 の縮

小、工場 の海外立地 の進展 な どに よ り厳 しさを増 し、 と くに企業城下町や構造不 況業種 を

抱 え る地域 では産業構造調 整に伴 う雇用問題 が深刻 にな って きてい る。 また、農村 におい

て も青壮 年男子農業従事者 の減 少や安 い輸入農作物 の増加 と農産物 の過剰へ の直面 に よる

農業 生産 の停滞 な どに より活力が低 下 してい るといわれ る。

地 方活力 の低下 につ いて、人 口や経済 の問題 とともに、意識面 に関 して東京 がすべ ての

価値 を生み 出 し、地方はそれを享 受す るだけ とい う中央依存体 質が あるか らだ とい う意見

や、近年 の地方経 済の停滞 と若者 の流 出のなか で、いつ まで もこんな暮 ら しでやれ るのか

とい う不安 の高 ま りがあるか らだ との指摘 もある。 また、商業 的に も大都市 の企業か らみ

ると都市 の余剰在 庫の受け皿 であ った地方 マーケ ッ トが全 国同時発売 とな った ことでそ う

でな くな った。地方 マ ーケ ッ トが魅 力を失 い見捨 て られつ つあ る、それ を感 じ取 ってい る

而が あ るのか もしれ ない との意見 もあ る。

次 に、地方 の問題 のなか で も内外か ら関心の高 まってい る農業 について、農家の構 造変

化 と農地制度 を概観 してみ よう。

農業就 業 人 口は、昭和35年 の1,196万 人か ら60年 には444万 人 と6割 以上減 少 したが、

農 家戸 数は605.7万 戸 か ら437.6万 戸 へ と28%し か減少 していない。 これは農 作業 に従事

す る ものが一 人 もいない農家 や、片 手間に農作業 を行 う農 家 な どが増加 した ことに よる。
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農業就業人口と農家戸数の推移

1200
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1::

2°:

。 万64°455°55聖

農業 人口 農家戸数

出所 総務庁 「労働力調査」 ・農水省 「農業 セ ンサ ス」 よ り作 成

農家戸数の推移 千戸

昭 和(年)

専 業

第 一 種 兼 業

第 二 種 兼 業
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出所 農水省 「農業 セ ンサス」

さらに詳 しく農 家戸数 の動 きをみ ると、昭和50年 代に入 ってそれ まで急 ピッチで減少 し

ていた専業農家 がやや増加 し、急増 していた農業外収入に頼 る第二 種兼業農家が減少に転

じてい る。 これ は、農業収入を主 とす る第一種兼業農 家が第二種 兼業化す る反 面、それ を

上 回る第二種兼業農家世帯主の兼業先退職 に よる専業化や他 産業退 職者 の流入 お よび、第

二種兼業農家か らの離農者増 加な どに よ り生 じた もの と考 え られ 、農業就 業者 の高齢化 が

際立 ってい る(65歳 以上 の農業就業者 は40年 の13.2%か ら60年 の29.1%に 上昇、60歳 以

上 では43.5%に 及 ぶ)。

一方、農 地改革 に よる自作農主義 を維持 す る目的 で制定 された農地法は 、高度成長以降、

兼業化 の進 展に よる所得 の増大 とともに農 地に対す る資産保有傾 向の強 ま りの なか で、流

動化を促 す方 向の改正が何度か行われ たが、土地へ の執着 や借 地へ の抵 抗感 な どに よ りそ

れほ どの成果 が上 げ られなか った。

しか し、50年 代 半ばか ら小規模農 家が 自ら耕作せず大規模農家 に農 地を貸 し出 して地 代

を得 た り、農作業 を委託す る動 きが徐 々に強 ま りつつあ る。 これ は50年 に始 まった農用地

利用増進事業 、55年 に制定 された農 地利用増進法 に よ り、農地 の集団 に よる利用 と借地へ

一29一



の抵抗感 を和 らげ るため の短期を含 む賃貸借 の促進 を政策 として 明確化 し奨励 したこ との

ほか、機械 の性能 向上 と作付け規模拡大 に よ り生産性が向上 し、第二 種兼業農家や高齢者

専業農家 の貸 し手(作 業委託側)も 借 り手(作 業請負側)も 満足 す る収入が得 られ る よ う

にな った こ とな どに起因す る。 ところが、 この法律 に よる利用権 設定が3～6年 程度 の短

期に留 ま りが ちで不安定 であ り、既存 の脱法 的短期賃貸借 を追認 しただけにす ぎない とい

う評価 や、望 ま しい大規模経営が育ち に くい との批判 もあ り、伸 び悩 んでい る。

3ヘ クタール以上農家の借地比率

%
25
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5

0

ユ

/
ノ/
354045505560年

。一・ 全 国平 均

出所 農水省 「農業 セ ンサス」

ポ

先 に、生活様式 の都市化 に よる画一化 が もた らした地域 の独 自性 の喪 失にふれたが、そ

の町や地域 を形 づ くって きた土着 と新 しい もの との緊張関係か ら生1まれた文化や伝統が、

失わ れつつ あ るこ とに対す る危機感か ら新 たな個性が模索 され出 してい る。

行政 サイ ドか らは、地域経済 の活性化や過疎対策 のため地域 の アイデ ンテ ィテ ィの確立

・強化 が強調 され るこ とが多い。都道府県や政令指定都市 の多 くが発表 してい る産業開発

計画は、テ クノポ リス計画に代表 され るよ うな高度技術産業 の誘 致 と空港 整備を掲げ てい

る。 これは、新 たな雇用の場 を創 出 して有能 な人材 を呼び戻 す とともに、東京を経 由せず

に全国各地 や諸 外国 と直接往来す ることを 目的 としている。 外部 との直接 の接触 と交流 が、

東京への こだわ りを排除 し、 もっと明確 な地域へ の帰属意識 が得 られ、 そ して、 この こと

が地域 の独 自性 の発揮、地域経済 の発 展の促進 につ なが ると考え られて いるか らであ る。

1また
、最近 の地方博 をは じめ とす る各種 イベ ン トや歴史 ブームに よる地方 の見直 しや、地

域経済の活性化 として開催 され、即効 性が期待 され ているが、地域 の活 力を生み 出す地域

アイデ ンテ ィテ ィの強化 に繋 が ってい るか ど うか疑 問な例 もあ る。

この よ うな現実 的で経済的動機 に基づいた地域 の個性 の模索は、他 の 自治体 と一 味違 う
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独 自性 を出すため、 「知恵比 べ」競 争 の観を呈 してい る。 これは、 自治体指導者 の ライバ

ル意識 とエネルギ ッシュな活動 が住 民か ら支持 を得 て成 功 している例 もあ り、重要な要素

には まちがい ない。

しか しなが ら、 この よ うな行政 の活動に対 して、 自分た ちの才能 を どう発揮 できるか、

とい う観 点で まちづ くりや環境保 全、国際交流 な どを地 道に続 け るこ とが、結果 として町

や地域 の個性を高め、独 自の文化 ・情報 を創造、発信 で きるとの指摘 も多 く、公共 と企 業

の中間領域 を埋 め る民間活動 が期待 されてい る。

例 えば、大阪市 の南区周防町美化 促進連合会 の大阪市 の協 力に よる電柱地 下埋設や不法

駐車追放 運動 、大分県湯布院 の映 画祭 や音楽祭、新潟県安塚町 の雪 の宅配便 な どの まちづ

くりや む らお こ し運動、地元企業 か らの資金援助 に よって設立 され地域の 国際交流 を行 っ

てい る鹿児 島県 の南 方圏交流 セ ンタ ーの活動な ど、規模 か ら活動領域 まで さまざまな民間

活動 が展開 され てい る。

こ うした民 間活動は、生活様式 の都市化 のなか で、生産 中心 の施設 よ りも便利 で快 適 な

生活 のための環境が求め られ てい る今 日、ます ます広が りを持 つ と考 え られ る。

来

62年 版 国民 生活白書に よる と、病 院、公園 ・緑地、図書館 な どにつ いて、施設 の不 足、

ア クセスや設備 、内容 の悪 さな ど不満 が多 い。豊かに な った個 人に対 して生活 に密着 した

基本的社会資 本の貧 しさが 目立つ。 また、地方都市 にお いては、県民会館 や市民 センター

や民間 の劇場 な ど文化や余暇 活動 あ るいは、市民交流 等 の施設は整備 されて いる ものの、

実際 の利用 回数 は大都市 とか な り格差 がある。 サ ービス、運営面 の ノウハ ウ不 足や採 算面

の理 由か ら、住民 のニーズの多様化 に応 えきれない ケースがあ る よ うに思われ る。

さらに近年 、都市 の美観 ・景観 の保存 に よる潤 いのあ る環境 へ の期待 と ともに、 自然 と

のふれ あいに対す る欲求の高 ま りがあ る。例えば前者 では、街路や歩道、緑 地帯の整備 、

街並み の保全 な どが期待 され、後者 では、森林 に対 して活力増進 のための リゾー トの場 や

自然 に親 しむ野外教育の場 として の役割が期待 され てお り、 これは画一 的な都市 的生活 の

反動 とも考 え られる。特 に 自然環境 につ いて、単 な る保全 ・保護 に とどまらず森林浴 や観

察 セ ンターを造 るな どじかに 自然 とふれ あい、 自然 を見直そ うとい う市民活動 が行われ て

い ることは注 目すべ きであ ろ う。

この よ うに まちづ くりやむ らお こし運動、民 間の国際交流 活動 な どのほか、地域に おけ

る40～50歳 代 の女性を中心 とした ボ ランテ ィア活動 、農村 の体験学 習運動、景観保全や 自

然環境保護 の運動 な どの コ ミュニテ ィ活動が生 まれ てい るが、 これ らの活動 は、地域 の個

性作 りが生活 の質 の向上 に対 す る欲求や社会福祉へ の関心 と相模 って具現化 した もの と考

え られ る。(参 考2-5-5)
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米

この よ うな非営利 の民 間活動や市民 活動は、一 般の ボランテ ィア活動 を行 う民間機関 同

様 、資金 と人材 の不足 で運営が苦 しくな ってい る ところが多 く、行 き詰 まって しま うケー

スも少な くない とい う。

資金調達 に関 しては、行政 か らの補助金や財 団法 人、企業か らの助成 金や寄付を受け る

方途 もで きつつ あ る。 ただ、その絶対額は まだ まだ小 さい し、行政 か らの補助金 は、や や

もす ると公共 側 のニ ーズの押付 けな ど、 これ らの機 関の独 自性を危 うくさせた り、意欲や

活 力を損 なわせ るな どが懸念 され る。地元企業 には、相応 の公共 活動 の役割を認識 させ 、

地元振興に よる自己利益 の観点 に も訴え て資金提供 を求め ることが必要 であ る。 また、前

述 の よ うに、 自分 の住 んでい る町、あ るいは生 まれ育 った町 を よ くしたい と思 っている人

々や社会福祉 に関心 のあ る篤志家 など、広 く一一般市民か らの継続的 な資金調達 を推 し進 め

る仕組みが必要で あろ う。

人材については、一部 に優れた手腕 を持 つ活動家がい るものの、 ご くわずか の よ うであ

る。行政で も 「人づ くり」が叫ばれてはい るが、それほ ど積極的な施策は講 じられていな

い し、そ もそ も、先 にみた よ うに、地方 では まちづ くりな どを企画、推進 す る担い手 とな

るべ き若者 の人材 がいな くな りつつあ るのが現状 ではないだ ろ うか。

キ ーとな る地域 リーダーや コミュニテ ィの リーダーの発掘 ・養成 の必要 性はい うまで も

ない。養成 とい って も専門的な能 力 と知識 の修得 には相 当な時間 と経験 を要す るわ けで、

地道 でかつ継続 的な育成 が不 可欠 であろ う。 いずれ に して も、主導 的役割 を担 う人材や シ

ンクタンクを ど うや って地域 に根付かせ養成 す るかが コ ミュニテ ィ活動 の大 きな課題 とな

ってい る。

一32一



第3章 信託制度活用の長期的展望



第3章 信託制度活用の長期的展望

前章 においては、信託制度 活用 に係わ る社会 の変化 を概観 した。

それを要約すれば、第一一に 日本経済 の発展に伴 って価値観 の多様化が進 んでい くこ と。

第二 に、国際化 の流れ の中で経済的要素に とどま らない国際的 な社会性 が要求 され る との

認識 を前提 として、個 人、企業 、公共 主体 の国際的 な活動 が飛躍的 に増大 してい くこ と。

第三 に、人 口構成 の変化 は、長寿化、若年層 の減少、単独世帯 の増加傾 向にあ り、高 齢労

働力 の増加、女性 の社会進 出、社会保障費 の増大 とな って表われ る。 また、 こ うした現象

に おけ るサ ービスへ の ニーズが さまざまな形 で出て くること。第四は、情報 ・サ ービス化

につ いて、第三次産業 の拡 大 の中で便宜性、快 適性 、専 門性、統合性 とい った要素 が対個

人サ ービスには要請 され る し、対企業サ ー ビスにおいて も、便宜性、専 門性、社会性 が要

請 され ること。第五 に、 日本人全体 の生活様 式が都市化 し、東京集中 とその裏返 しと して

地方 の活力が相対 的に低下 す るなかで、 地域 社会 の ア イ デ ンテ ィテ ィの模 索 が 行 われ 、

その具現化 として生活 の質 の 向上へ の欲求や コ ミュニテ ィ活動が求め られ てい くことな ど

を指摘 した。

この よ うな社会 の変化 の なかで、中長期的 に信託 の応用範囲は着実 に拡大 してい くもの

と思われ る。事実 、その予 兆 として、昭和60年 前後 か ら信託 につ いて知 りた い とい う意識

が高1まってきてい る。税理士 や公認会計士、弁護士 な どが新た に信託法学会 の会員 とな っ

た り、10近 くの大学 で法学 部、経営学部 の学生 を対象 に 「信託法」 あ るいは、 「信託論」

とい う講座が開講 され、学生 の関心 も高 い とい う。 また、 大蔵 省、通産省、建設 省、 自治

省な どの中央官庁 や地方 自治体 でも盛 んに勉強会や情報収 集が行われ てい る。

これ らは、 ここ2～3年 の極 めて特徴 的な事態 であ り、資産 の有効利用 ニーズや金融商

品の多様化 を背景 とした、 フ ァン ド・トラス トや特 定金銭信託 な どの企業活動 におけ る信

託の利用の急増、民間に おけ る土地信託 の利用 の増 大や昭和61年 の法改正 に よる国 ・公有

地へ の土地信託 の導入 な どに起 因す ると考 え らるが、冒頭 に述べ た新 聞掲載件数 の飛躍 的

な伸びを併せ考 える と、信託 に対す る関心 は急速 に高 まってお り、それ は時代 の要請 であ

る といえる。

この ような認識 の もとに、信託制度 活用 の今後 の展開を検討す る。

信託が よ り身近 な もの として広 く理解 され るほ ど、活用に関す るさまざまな可 能性 が導

き出 され る。 そ して同時 に、個別 ニーズへの合理 的 な対応は、異業種 に よる連携 が生 じさ

せ市場 の拡大につなが る場合 があ ることも念頭 に お く必要が ある。
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(1)ニ ーズの多様化 と高度専 門化 への対応

一 民 間の役割増大 と信託制度 の活用 一

個 入や企業 、団体等か らの ニーズの多様化、高 い レベルでの専門化への対応 は、政府や

地方 自治体 とい った公的主体 では量 的に も質的に も限界が ある といえ るだろ う。

即 ち、 この よ うなニーズへ の積極的 な対応は、民 間 の担 う分野 であ り、現 にその よ うな

状況は さま.ざまに発生 しつつ ある。但 し、 この よ うな民 間 の役割が増大す る として も、社

会 的 ニーズが まだ画一 的な頃の古 い規制が存在 してい る間は、本格的 な民間 の活動は期待

しに くい。時代 の変化 に敏感 に対応 しうる行政 が必要不 可欠 であ ることともに、規制 の緩

和 が求め られ る。

この よ うな民 間の役割増大 に伴 って、信託制度 は、 さまざまな方面で活用 の機会 を得 る

といえ る。

a)信 託 目的の多様化(個 別 ニーズへ の対応)

既 にみて きた ように、個 人において資産や所得 の全体 的 な増 加が進 んでい るが、他方 で

階層 分化 も進 んでお り、 これ にあわせ て財 ・サ ー ビスを提 供す る企業 も商品 イ メージを設

定 した り、同一 目的 の商品 であ って もい くつかの ランクを設けた りしている。

資産や所得 を誰かにあ るいは何か の 目的で贈与 した り活用 した りした い と考 えた場合 に

おいて も、その状況は人に よ りさまざまな事情が あろ うし、少 しずつ異な る場合 がほ とん

どであろ う。

信託が利用 され ることを考えた場合 、 この よ うな多様化 し、専 門性を要求 す る個別 ニー

ズに十分対応で きる体制 が整 備 されてい ることが必要 であろ う。

なお、 この よ うな状況へ の対応 としては、現在信 託銀行 の支店 に置 かれた財務 に関す る

コンサル タン トやア ドバイザ ー等 に よる業務サ ー ビスがあ る。

米

また、社会福祉や まちづ くり、 自然保護 、国際交流 な どの民 間活動 のため に 自らの資産

を活用 したい とい うニーズ も増 え ることが期待 され る。 こ うした場合、公益信 託を活用 し

てその善意 に応 えるこ とが で きるが、 目的達成 の確実性 と公正 さ、事務負担 の軽 減に特 に

留意すべ きであ る。例えば、 アジア諸国の民間 自助努力 に対 して民間 レベルで協 力す るた

め設立 された ア ジア ・コミュニテ ィ ・トラス トは、助成 対象 とな り得 る団体や プ ロジェク

トの具体 的 な現地調査な どを別機 関に委託 してい るが、 その よ うな専門能 力を有す る公益

団体や研究機関 などとの提携 や、追 加資金 の受入れに際 し、主務官庁へ の申請 な どの事務

負担 が少 な く、仕組 み と して絶 えず資金 が補充で きる募金 型公益 信託 の活用 な どを さらに

図 る必要が ある。

米
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さらに利益 の相反す る者 同士 に対 して、一定 の中立性 を付与す ることを 目的 に信託 を活

用す ることも考 え られ る。特 に企業活動 の場合 には、前章 で述べ た プ ロジェク ト・フ ァイ

ナ ンス等におけ るエス ク ロウ勘定 の よ うな場合 の事業 や資金 の保全 、国際的 なベ ンチ ャー

企業 への投資 や産業 交流 の場合 な どの機密性 や保全性 の確保 とい った効果 が考 え られ る。

b)信 託財産 の拡 大(無 体財産権への対応)

財産価値 のあ るもののほ とん どすべ てが、一般 的には信託 の対象 にな りうるが、その中

には社会 的な位置づ けを十 分に把握 できな い ものがあ った。無体 財産権が その一 つであ り、

著作権や商標権 な どが これ に含 まれ る。 物や サ ービスにおけ る無体 価値が大 き くな りつつ

あることを考 えれば、現在 では信託 に対す る需要 が非常に高 ま ってきて い ると考 えて よい。

こ うした無体財産権 を管理 ・運用 してい くことを 目的 とした信託が考 え られ る。

c)「 所有」 と 「利用」 の分離 とその流 通化

信託 には、所有 と利用 を分離す る機 能が あ る。

この機能は農地や森林 の活用、保護 につ いて も十 分に効果 があ る ように思われ る。 既に、

農 家 の構造変化 と農地制度 の現状についてふれたが、高齢者専業農家 の増 加、国際競争 力

の要請 な どに よ り、農業 は今後大 き く変化 してい くと考え られ る。特 に農 地利 用 について

は、都市 内農地 の宅地化は別 として も、本来 の意味で の農地 は、所有者 の高齢 化な どに よ

り自ら耕作す る ことが 困難 とな って きてい る ことか ら、信託 を活用す る機会 は増加す ると

考え られ る。 また、森林 につ いても、 リゾー トや レジ ャーの対象 として、 また、野外 教育

の場 として健全 に利用す るため の森林 の保護 ・育成 を 目的 とした信託利用 の新 しい仕組 み

が可能 であろ う。

米

信託 に よる所有 と利用 の分離に よ り、所有 権をその表象 ともいえ る受益権(受 益証券 と

して証券化 され る)を 媒介 として流通化 させ るこ とが可能 とな る。 もちろん、株式 と同 じ

ように市動 の動 向に応 じて価値 の上昇 ・下 落 とい った ことが発生 し、受益権 の所有者 はそ

の効果 を全面的 に享受 す ることとな る。 しか しなが ら、利用は その動 向に関わ りな く存在

し、全 く影響 され ない。

また、 受益権 の小 口化や元本 と収益 の受益 権の分離 に よって、流通性は 一段 と向上 し、

広 く一般投資家 に新 しい金融商品の提供 が可能 となる。

② 活用分野別 の展 望

a)個 人生 活、地域社会
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戦 後、信託 が 日本 的な形 で爆発的 に活用 された のは貸付信託が端緒であ った といえ るが

個人生活 の豊 か さが求め られ るに至 った現在、従来 の大量 定型的 な金融商 品に近 い信託 と

は全 く違 う形 での信託 の新 た な活用が始 まる可能性があ る とい っていいだろ う。

来

家族 の小規模化 、女性の社会 進 出、外 国勤務の長期化 や単身赴 任、高齢化 な どに よ り、

親 子間 の意識変化や家族 内の役割分担 の変化、子女教育 や健康 維持問題 、扶養意識 の変化 、

更には年齢 を問わ ない学習 や幅 広 い形 での社会 活動へ の参 加な どが考 え られ る。 また、 こ

うした事態 を背景 に して、 さまざまな物やサ ービスが氾濫 してい ることも事実 であろ う。

この よ うな諸変化 に対 して、資産 の管理、運用 、処分 を 目的 とした信託 とともにそれ ら

の問題や考 え方 について、信頼 できる情報や参 考事例 ・対処 方法 とい った ものが求め られ

て くると考 え られ、 いわば情報提 供サ ー ビスを信託 目的 として活用 してい く手法 もあ る と

考え られ る。す なわ ち、健康 や教育 とい った個 人に とって継続 的な関心分野 について、幅

広 い視点か らの統括的な情 報提 供サ ー ビスを専 門的に行 うことを信託機能を活用 して行 え

るのでは ないか とい うことであ る。

具体 的 には、例 えば、先 に述べた変化 要因のなかで共通 した要素 であ る家族 や個 人の独

立化 は、他方 で健康管理 へのサ ポー トの必要性 を生 じさせ るはず であ り、特に年齢 が進 む

につれ てそ うした ニーズは高 まる とい える。 この よ うな場合 に、予防的 な総合健康管理 サ

ー ビスの提供 を信託 目的 と して資 産管理 を行 うことが考 え られ るわ けである。

米

また、長寿化 が進むなかで、個人の資 産蓄積 は高年齢 にな るに従 って進 んでい くが、他

方 で、一定 時点か ら所得 の減少が発生す ることか らこれ を補 うためス トックの資産 を フロ

ーの所得 に変換 してい く必要性 に迫 られ る場合 もあ る。 これ については、現状 では、既 に

高齢者 に対す る不動産を担 保 と した資金 供給 が一部 の地方公共 団体等 で行われてい る。 し

か しなが ら一方、資産蓄積 過程 の世代 も存 在 してお り、社会全体 の資産が増 大す るなか で

この よ うな世代間 のニーズにマ ッチ した多様 な資産 の利用 と保有 のためには信託機能 の活

用 と受益権 の流通 な どが役立つ と考え られ る。

米

地域社会 の問題 では、 まず農村 社会 の高齢者増加が もた らす農地利用 の変化 が 目につ く。

農業政策 として も、昭和61年 秋 以降本格 化 した内外 の市場 開放 圧力 のなかで、 「内外価格

差を縮小 し安定供給を図 る生産 性の高 い農業構造 の確立を推進 し、産業 として 自立 し得 る

農業 にす る」 とい う目標の達成 には、今後 も経営規模拡大 に よる生産 コス トの削減 が重要

課題 とな ってい るが、今後 第二種 兼業農 家 ・高齢者専業農 家は 自給的、生 きがい(ま たは

趣味)的 農業 に規模を縮小 し、中堅農家層が二極 分化す る と予想 され、所有 権移動 に依 ら
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ない農地の集積 の素地は できつつあ る と考 え られ る。 他方、大規模農家 の中には40歳 代の

比較的若 い 「経営者」が多 く、 また大部分後継者 が確保 され ていて、規模拡大 に積極的で

ある。 また、地域 ぐるみの生産組織 づ くりも提唱 されてお り、農 家以外 の者 の新 規参 入の

動 きもあ る。(参 考3-2-1)

このよ うな従来農業委員会 で行わ れて いる縮小 ・離農 を希 望す る農家 と規模拡大や農業

をや りたい と考え ている者 や集団 を うま くマ ッチ ングす る仕組 みに信託 を活用す ることが

考え られ る。

米

洗 に、 まちづ く りや社会福祉 、環境 の保全 ・活用、 国際交流 な どを積極 的に行 うコミュ

ニテ ィ活動 は、地域 のアイデ ンテ ィテ ィの確立 ・強化 につな が っている ことも少 な くない

が、その よ うな活動を さらに推 し進 め るためには資金 調達 とその継続的維持が ネ ックとな

ってい ることをみて きた。

従来 この よ うな場合 、信託の利用 としては公益 信託 に よる助成 金 の給 付 があ った。 もち

ろん、 これ は一 つの活用方法であ る。 しか し、今後、公益信託 の個 人や任意 団体 の委 託者

は、 自ら人一倍 ア メニテ ィや生 きがいを求め、信託 の運営 に関与 したい との意 向が強 くな

ると考 え られ る。 また、学術研究 と異 な り、 もともと給付 目的 は事業執 行のため であ る。

したが って、例 えば、活動 の情報提供 や シ ンポ ジュウムや セ ミナ ーの開催、 ま ちづ くり

における緑化 な ど、単 なる資金援助 に留 ま らず、委託者が受託者 とともに事業執 行の一部

を受け持つ形態 の公益信託 が期待 され る。 なぜ な ら、①委託者は運営へ の参画 に よる自 ら

の意思を実現す る満足感や生 きが いが得 られ る。②信託 自体 が地域 に根 をお ろ し、市民権

を得 られやす い、 と考 えられ るか らであ る。

ただ この場合 は、現在特定公益信託 と して認定 されないな ど、租 税上 の問題 もあ り、 さ

らに突 っこんだ検討が必要 である。

b)企 業 活動

企 業が信託 を活用す る対象 としては、資産運用以外 に も相 当に可 能性 を有 してい るもの

もあると考 え られ る。

第一 に、信託 の活用に よる新 規の事 業投資や投資資金 の受 け入れ で、特 に国際 的な資金

と技術 のマ ッチ ングを図 るこ とを 目的にす るサ ービスであ る。一種 のベ ンチ ャーキ ャピタ

ルフ ァン ドといえ るが、特定の企業 か らの委 託を受け て投資 を行 い、異業種 の交流、提携

などの橋渡 し役 を担 うとい うことが考 え られ る。

第二は、 それ とは少 し異な るが、既 に述べた ニュー ビジネ スや小規模企業 に対 す る会 社

運営事務代行や顧客斡旋業務 な どのサ ー ビス提供 を信託を活用 して システム化す るこ とが
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考え られ る。

第三 は、 プ ロジ ェク ト・ファイ ナ ンス等 におけ るエ スク ロウ勘定へ の信託の活用 である。

これ らは、既 に活用 され は1じめて いるが、 いずれ も勘定の独立 性が、投資家 と事業者 の間

に介在 して事業 運営 と投 資資金 の円滑 な回収 を 目的 とす ると共 に、事業 の失敗 や資金 回収

の事故 発生時 には、原則 と して当該勘定 の中だけの処理で債 権債 務関係 を処理 させ るとの

趣 旨で あ る。累積債務 国向けのプ ロジ ェク ト投資や決済処理 に活用 された りしてい る。

なお、土 地信 託 も一 種 のプ ロジェク トフ ァイ ナンス と考 え られ る。

第 四は、企 業活動 の国際化 に伴 って従業員 の外国派遣が増加 して きてい るが、その際 、

日本人社員 の現地社会 に対す る適合 、企 業 自体 の現地社会 の よき企業市民 としての地位獲

得 について、特 に中小企業 向けに信託 の活用 を図 ることが可能 ではなかろ うか。第二 に述

べた業務 と類型 的 に似た ものとして、海外におけ る進 出先 の地域情報 の提供、 コンサルテ

ィング業務 とい った ものである。 大企 業は独 自の対応 が可能 であ るが、 中小企業では個別

の対 応は困難 であ るため、 それを誘導 した り実際の相談に の って くれ ることが業務内容 と

なるわけであ る。

第五 は、企業 の リス トラクチ ャリング等 に伴 う土地利用 の際 の信託 の活用 であ る。 これ

は典型 的には土地信託が該 当す るといえ るが、 まちづ くりの視点か ら生活環境の快適性 の

増進 がな されれば地域社会 の適合 が図れ、企 業活動 の長期的利益 を確保す る ことにつなが

るのではな いだろ うか。

c)公 共部 門

公共部門 が信託 を直接的 に活用す る ことはあ ま り多 くは ない と考 え られ るが、他方では

公共 目的 に沿 う形 での公益信託の活用を 自ら積極的に行 ってい くな どの例 もあ り、更に規

制 の緩和 は新 たな信託活用 のサ ー ビスを生み 出す こ とが考 え られ ることな どか ら、活用 と

ともに公共 目的の達成 とい う観点か ら信託へ の関心が更に高 まるこ とが望 まれ る。

第一 に、信 託の直接的な利用 としては 、国公有地におけ る土地 信託 の活用 が挙げ られ よ

う。企業活動 におけ る場合 と同様 であ るが、 よ り強 く言え ることは、 アメニテ ィの増進 と

共 に所有 と利 用 の分離に よる資産価値 の適正水準化 と都市形成 方策 の有 効性の保持が可能

であ るとい うことであ り、特に例 えば国鉄清算事業団 の保有 して いる ような大規模 な土地

の活用につ いては、信託活用の意義 は十 分に高 い と考 えられ る。

第二 に、公共 目的に沿 う形での信託 の活用 であ る。 さまざまな公益信託は、公共 目的 の

実行 に寄与す るものである。特に、最近 では官庁 自体が緊縮財政 の影響か ら積極的に公益

信託 を公共 目的達成 の呼 び水に しようとの動 きをす るな ど次第 に関心が高 ま って きてい る。

第三 に、 例えば高齢者 向けサ ー ビスの多様化 な どの よ うに、公的負担 の限界を補 うもの
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か らむ しろ積極的に社会 ニーズの多様 化 に合わせ る格好 で民 間サ ー ビスが活動領域を広 げ

る場合 もあ る。 サ ービスの提供側 は需要に対応 し、あ るいは需要を掘 り起 こすための努 力

を惜 しまな いが、 この よ うなサ ービスを創 出す る場合 には規 制 の壁 にぶつか るこ とが多 い

といえ よう。 従 って新 たに信託 を活 用 したサ ービスを提供す る うえにおいて も規制緩和 の

果たす役割は極めて大 きい といえ る。
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第4章 信託制度発展に向けての課題



第4章 信託制度発展に向けての課題

(1)信 託制度 に対す る理解 の推進

現在 の社会 において、信託 制度 が広範に用 い られ てい る と言 った として も、通 常 人の感

覚か らは現実味 に乏 しい とい うのが正直 な ところであろ う。信託制度 の概要 と して見 る と

お り、一 般的 には これ までの信託制度 は、金融商 品 として活用 され て きたのが実情 であ り、

いわぽ預貯金 の長期 の もの と認識 され、 または、区別 さえ されていない とい うのがその理

由で あろ う。運用面 において も、基幹産業へ の資金供給 が時 代の背景 にあ った こ とか ら し

て も社会的な認知度は低 くて も止む を得 ない面 もあろ うか と思われ る。

しか しなが ら、 日本全体 の資産蓄積 が急速 に進み 、 日本 人一 人ひ と りが生活 について先

進 国 の生活水準 とのギ ャ ップを感 じつつ も、次第 に豊 かな状態へ と向か うことが確実 であ

る ことを考え る時、や は り個 人や地域社会 ・企業 に対 して 目的に応 じた信託 の活用度 を高

め てい くことや、 そのための環境 を整備 してい くことが信託制度 に社会的価値 を与 え るこ

とになる と考 え る。

また、例えば、募金型公益 信託 な どの活動 内容 を具体 的にPRす る ことが必要 であ る。

篤志家 を発掘す るとともに公益 に対す る意識を高揚 させ 、小 口資金で も公益 のため に役立

つ ことを世の中に広 く理解 され るよ うにす る ことが肝要 であろ う。

そ うした具体 的な活動 に よ って、信託制度 の理解 が深 まることとな り信託 制度 の発展に

貢献す るもの と考 え られ る。

② 活用分野 の開拓 ・深耕

前章 で見た よ うに、信託 を活用 し うる分野は相 当に広 い と言 え よう。 本委員 会では、具

体的 な研究を行 うことはで きなか ったが、 イギ リスにおけ るパブ リック ・トラス トの中に

は いわ ば公益信託 と土地信託 を組み あわせた ような手法 もあ るといわ れてお り、生活の豊

か さの時代へ と向か う日本 において、文化的価値 のあ る建造物な どを保存す る際の一 つの

手法 として考 え ることも可能 ではなか ろ うか。

さらに、円高 に よる国際競争 力の変化な どを背景 に して、国際的に産業活動 におけ る柔

軟 な対応が求め られ る状況 にあ るといえるが、資 金 と技術 とのマ ッチ ングを行 わせ るため

の信託 など、信託制度 につ いて も、一層の国際利 用が進展 され るべ きであ る。 また、農業

生 産 の効率化 に伴 う農地利用形態 としての信託な ど現在 の産業 テーマに沿 った 信託 の活用

が考 え られ よう。

以上 の例は前章 で述べた ものの一部 に過 ぎないが、 これ らを含 めた活用分野 の開拓 ・深
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耕 が信託 制度 の発展 に大 き く貢献 す ることとなろ う。

なお、 これに関連 して、特 定の信託 目的 とそれ に関す る記載 のある現行法令等 は次 の通

りであ るが、実 際の活用 の程度 は まち まちである。

一 特定の信託目的と法令等の一覧 一

(順不同 ・除 く信託法、信託業法)

信 託 目 的 な ど

1:貸 付信 託

2.証 券投資信託

3.担 保附社債 信託

4.年 金信 託

5.財 産形 成信託

6.農 地の信託

7.森 林経 営の信託

8.生 命保険金 の信託

9.著 作権 の信 託

10,特 許権の信 託

11.意 匠権の信託

12.実 用新案権の信託

13.商 標権の信託

14.鉱 業権の信 託

15.漁 業権の信 託

関 係 法 令 等

貸付信託法'

証券投資信託法、同施行規則

担保附社債信託法、同施行規則

厚生年金保険法、厚生年金基金令、同規則

勤労者財産形成促進法、同施行令、同施行規則

農業基本法、農地法、農業協同組合法、

農業協同組合の信託規程の記載事項を定める省令

森林組合法

保険業法

著作権法施行規則

特許登録令、同施行規則

意匠登録令、同施行規則'

実用新案登録令、同施行規則

商標登録令、同施行規則

鉱業登録令、同施行規則

漁業登録令、同施行規則

米

信 託分野の開拓 ・深耕 にお いて も忘れ てならない のは、受益者保護 と受託能力 の適格性

の視点 であろ う。

信託行為は、委託者(通 常 当初受益者)が 受託者 に最大の信頼を寄せ て行 う行為 であ り、

その効果は実績 に従 って受益者 に及 ぶ ものであ るこ とか ら、受託者 が善 良な る管理者 とし

て の行為 を正確に行わなければ何 の意味 も持たない といえ る。従 って、活用分野 を開拓 ・

深耕す る場合において も、受益者保護 を保持す るため の受託能力の適格性 の視点 は軽視 さ

れ る ことがあ ってはな らない。

(3)受 益権 の流通化

信託機能 の最重要 の一 つは、既に述べ た とお り、 「所 有 」 と 「利 用 」 の分 離 で あ る。 こ
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れに よって、財産 を いわ ば資産価値 と利用価値 に切 り離 し、両方 の 目的に対 して満足 させ

よ うとい うものであ る。

即 ち、受益権 を持つ ことで、資産価 直を享 受 し、配 当 と受益権 価格 の変動 に よるキ ャピ

タルゲイン(キ ャピタル ロス)を 得 るこ とが可能 とな る。 また、利用価値は 、当該資 産 自

体 の有効活用 に よって利用が可能 とな り、利 用料 を支払 うとい うものであ る。特 に、土地

問題が我が国の最 も大 きな課題 の一つ であ るこ とを考え る時、例えば国民の資産 であ る旧

国鉄 の跡地利用 な どにお いては、 この信託機 能の特性を最大限に発揮 させ るべ きであ る。

その実現 にあた っては、受益権 の流通化が重 要 といえ るが、受益権 の小 口化 に係 る税務

処理上の問題が緩和 されれぽ大 き く前進す ることとなろ う。

(4)公 的支援 の拡大

a)信 託活用 のた めの研究促進

公益信託や土 地信託が典型例であ るが、官公庁 の担 当者 が、公共 目的 の実現 を図 るため

に相 当に信託 を研究 した。結果 として両信託 とも最近において特 に活用 の場 が広が った と

いえ るが、 この よ うな官公庁におけ る公共 目的 の実現のための信託 の研究 は、信託の公共

性 の理 にかな うところで ある と共 に、公的支援 を得てい く上 での基礎 とな るといえ よ う。

b)規 制緩和

信託の活用 を含 め た民間活動拡大 のため の規制緩和 は、 さ らに一 層進め られ るべ きであ

る。

また 、例えば、募金活動 な どの よ うに行政 あ るいは官公庁 の外 部団体 に よ り行われ てい

る業務が、募金型 公益信託 な ど時代の要請 に応 じて新たに生 まれ る信託 を制 約す る場 合 も

あるといわれてお り、民間活動の育成 を阻害 しな い ように双方 の機能 を 目的に沿 って調和

させ る努力が必要 であ る。

なお、無体財産権 の信 託 を専門的に行 ってい くにあた っては、今後信託業法 に対象 とな

る信託財産 として列 挙 され る必要 があ る。

c)租 税措置

信託機能 の最重要 な ものの一つは、 「所有 」 と 「利用」の分離 であ り、 これを促進す る

にあた っては、受益権 の流通化 とそのための小 口化が必要であ る。

しか し、現行の税務処理 に関 し、例 えば、土 地信託におけ る取扱通達 では受益者 は委託

者 しか想定 してお らず、相続 など限 られ た場合 を除 き受益権 が分割 され ることを考慮外 と

してお り、 これは結果 として、実態上受益権 の小 口化 や流通化に対す る規制 として作用 し
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てい る。(参 考4-4-1)

今後、小 口化、流通化 の促進 に あた って、税務上 の取扱 いが実質的な制約要 因 とな らな

い よ うな適切 な措置 が望 まれ る。

米

公益 信託 の場合 は特定公益 信託 として信託 目的をは じめ一 定 の厳 格な要件 を満た され な

けれぽ寄付 としての認定が受け られ ない ことに なってお り、 また信託す る財産が金銭以外

では認め られ ていないな ど硬 直的 な傾 向が強い。 今後 、相 続に おけ る公益信託 の利用 ニー

ズの拡大 が期待 され るが、相 続税上 その拠 出分が非課税財 産 とな っていない ことは被相続

人の意 向を達成 しに くい ものに してい ると考え られ る。特 定公益 信託認定 の要件緩和 とと

もに、相続税上 の非課税措置が な され るべ きで あろ う。
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(1-1-1)信 託 の し くみ

・信 託 の 目的

・信 託 財 産

・委 託 者

・受 託 者

信託 の 目的は、委 託者 が 自由に決め ることがで きるが、法律 に反す るこ

とや公序良俗 に反す るこ とな どを信託 の 目的 とす るこ とはで きな い。

信託す るこ とが で きる財 産の種類につ いては信託法 に制 限がな く、金銭 、

株券 な どの有 価証券 、車両や機械 な どの動産、土 地や建物 な どの不動産、

そのほか特許権や著作権 な ど、財産価値 のあ る ものであれば よい とされ て

い る。

信託財産は、受託者個 人の財産や、そ の受託者 が別に受託 してい る信託

財 産 とは別個 の もの と して、あたか もほか の も うひ と りの人 に属す る財産

であ るかの ように、法律上取 り扱われ る(こ の よ うな信託財産 の性質を信

託財産 の独立性 とい う)。

したが って、た とえば、受託者 個人に対す る債権者は、信託財産 に対 し

て強制執 行や競 売が で きない ことな どが、信託法 に定め られて い る。

この ように信 託財産が法律上の保護 を受け るためには、それが信託財産

であ って受託者 の固 有財産 ではない こ とをほか の人に知 らせ る方法 一公示

方法 一が定め られて い るものがあ る。 た とえば、登記や登録 の制度 のあ る

不動産、船舶 な どの場合 が これにあた り、 これ によ り信託 の財産 は法 的保

護 を うけ る。

信託法 では、委 託者 に次 の ような権利 を認 めてい る。

・受託者 が信 託財 産 を管理す るにあた って、その方法 が妥 当でなか った

ために信託財 産 に損害 を与えた場合や 、信託の本 旨に反 して受託者が

信託財産 を処 分 した場合には、受託者 に対 して、その損害 を うめあわ

せ、 または、信託 財産を元の状態 に戻す よ うに請求す る ことができる。

・信託 を設定 す る ときに予想で きなか った特別 の事情 のため に、信託 の

運用 方法 が受益者 の利益 にそ ぐわ な くな った場合 には、 その方法 の変

更を裁判所 に請 求す ることができる。

・信託財産 に対 して不法 な強制執行や競売 が行われた場合には、異議を

申 し立 て ることがで きる。

委託者 には、 このほかに もいろいろな権利 が認 め られてい る。

未成年者、準禁 治産 者、禁 治産者 お よび破産者 は、民法上 の 代理 の制度

では代理 人にな るこ とが できるが、信託 の制度 においては受託者 とな るこ

とはできない。信託 は、 とくに信頼関係を前提 としているところか ら、信

託法 に よって、 受託者 となることのできる能 力に制限 を設けてい る。
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・受 益 者

信託 の引受けを営業 として行 う場 合には、受託者 は、信託業法 に よる免

許を受け るか、銀行法 に よる銀行 の免許を得 た うえで普通銀行 の信託業務

の兼営等 に関す る法律 に よる認可を受けなけれ ばな らない。

受託者は 、受益者 のため に信託財産 を管理 ・処分 す る義務 を負 っている。

そ の義務 の具体 的な内容は委託者 に よって決 め られ るが、信託法 ではい く

つか の定型化 した義務 を定 めている。その主な ものは、次の とお りであ る

・受託者 は、信託 の本 旨に従 って、善良な管理者 の注意 を もって信託の

事務 を処理 しなければ な らない。

・受託者 は、信託財 産 を固有財産 として取得 してはな らず 、 また、信託

財産 について権利を取得 してはな らない。

・受託者 は、信託財 産 を 自分の固有財産 やそのほかの信託財産 と分けて

管理 しなければ な らない。 ただ、信託財産 が金銭 の場合 には、計算上

でそれぞれ の信託財産 の金銭 の額が 明らかにな っていれば よい とされ

てい るo

なお、受託者 の地位は相続 され ない。 しか し、受託者 が欠 けて もそれだ

けで信託 が終わ るわけ ではな く、新 しい受託者 が選 ばれ ることに よって信

託 は続け られ る。

受益者 にはだれ で もで き、委託者 自らもな るこ とがで きる。 また、受益

者 は、は じめか らどこのだれ と決 まっていな くて も よく、 まだ存在 してい

な くて もか まわない。 この場合 には、信託管理 人が置 かれ るこ とがある。

信託 の内容が決 ま ると、受益者 は、利益 を受け る権利(こ れを受益権 と

い う)、 または、将来利益 を受け ることになるとい う期待 をもつ ことにな

るか ら、信託を設定 したあ とは、原則 として委 託者 は受益者 を変更す るこ

とは で きない。

信託法 では、受益者 の利益 を保護す るために、受益者 に いろいろな権利

を認 めてい る。

受益者は、委託者 に認 め られた権利 を もつほか、受託者が信託の本 旨に

反 して信託財産を処 分 した場合 に、一定 の条件 の もとで、 その処 分の相手

方や その相手か らさらに譲 り受けた人に対 して、 その処分 を取 り消 し、信

託財産 を元 に戻す ように請求す ることがで きる。

・信託管理 人は、受益 者が どこのだれ とい うよ うに特定 され ていない場

合 に、受益者に代わ って受託者 の行 う職務 を監督す る人をいい、信託

契約や遺言 に よ り指定 され るか、 または裁判所 に よ り選任 され る。
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・受益 権 の内容 は、信託財産 の管理 ・運用 か ら生ず る収益 を受け取 る権

利 と信託財産 の うち元本 の部分 を受 け取 る権利 とを主 としてい るが、

さ らにそ のほかに、 これ らの権利 を確保す るためにいろいろな手続 き

を とる権利 を も含 む。具体 的 な内容 は、委託者 と受託者 との間 の契約

や委 託者 の遺言 に よって決め られ る。

(1-2-1)ラ ジオ放 送 「信託 の話」

「われわれが 肉体 の病気を治すには医術 が あ り、精神上 の煩 もんを救 う

には宗教 があ りま すが、 さ らに法律 と関連 して複雑化 した経済問題 を処 理

す るに当た って、われわれ の顧問 ともな り、良友 ともな るべ き ものが、す

なわ ちこの信託制度 なのであ ります。」

愛宕 山東京放 送局か ら放 送 され た米 山梅吉 信託協会会長講演(大 正15年)

(1-2-2)高 等小学校読 本 「銀行及び信託」

「銀 行 と相模 ちて近時我が国の経済界 に重 要な る地位 を占む るに至れ る

ものは、信託業 な り。信託 とは、財産 を他 人に委託 し、受託者 を其 の財産

の権利者 た ら しむ る ものに して、受託者 は委託者 の希望 に従 ひ、最善 を尽

くして其 の委託 せ られた る財産 の管理 ・運用 ・利殖 に力む る もの とす。」

高等小学校第3学 年用読本(昭 和3年)

(1-3-1)信 託 制 度 の現 況

・年 金 信 託 急速 に高齢化社会 へ移 行す るわが国 において、公 的年 金制度 を補完 す る

ため創設 され た企業年金制度は老 後 の生活保障 の大 きな柱 にな るもの とし

て、 ます ます期待 されてい る。

企業年金制度 は、昭和37年 適格退 職年金 制度 、昭和41年 厚生年金基金 制

度 の発足以来 、約20年 で上場企業の80%以 上が採 用 し、勤労者 の2人 に1

人が加入す るまでにいた っている。

信託業界 では、年金信託業務 として、数 理計算をは じめ給付事務、資産

運用 な ど多様 な業務 を総合的に引受け、年金資金 の運用 につ いては、加 入

者 ・受給者 の利益 を第一ー一義的に考 え、資産 の安全 性を確保 しなが ら、 よ り

高い収益性 を 目指 して投資対象の多様化 、分散化 に努 めてい る。
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年金信託の推移

年末

残高(億 円)

厚生年金基金

適 格 年 金

合 計

件数

厚生年金基金

適 格 年 金

合 計

58

59,672

25,363

86,345

941

6,706

7,647

59

70,106

29,161

101,260

952

6,898

7,850

60

81,633

33,167

117,843

963

7,109

8,072

61

95,193

37,692

138,618

985

7,268

8,253

62

110,666

42,306

159,009

1,021

7,434

8,455

出所(社)信 託協会 日本の信託 昭和63年 版

・土 地 信 託 土地 の有効活用 が求め られ る中 で新たな開発手法 として、土 地信託が各

方面か ら注 目を集めてい る。

土地信託 は、土地所有者が受託者 の知識 ・経 験や信用 力を活用 す ること

に よ り、土 地を手放す こ とな く、有効利用 のための開発 がで き、その利益

を信託配 当 の形 で受け取 ることが で きるのが特色であ る。

信託業 界は、専門的 な財務管理機能 を駆使 して この業務 に積 極的に取 り

組 んでお り、契約件数 は4年 余 りで飛躍的 な伸 びを示 してい る。土地信託

は住宅供 給、都市再 開発事業 な ど公共 的事業分野におけ る民 間活力の導入

の促進 とい った観点か ら、一ー一昨年関係法令 の改正に より、国 ・公有地 に も

土 地信託 活用 の途が開かれた。法改 正後、 国 ・地方 自治体 にお いて土地信

託 について の理解が着実 に浸透 して きてお り、既に土地信託 の導 入の決定

を見て いる。 今後、土地信託 は内需 の拡大 ・公共事業 の推進 を図 る うえで

も有効な手段 として期待 が ます ます 高 まっている。

土地信託の仕組み

土

.へ

疇

所議

ぷ
者琶

(信託契約)

①土地の信託

金 融 機 関

④資金調達

②受益権

曲配 当

⑧元利支払い

受 託 者

⑥賃貸(譲 渡)

③建設請負契約
(発注 ・工事)

轡賃貸料(譲 渡代金)

⑤代金支払

建 設 会 社

テ

ナ

ン

ト

購

入

者
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・公 益 信 託 公益信託 は昭和52年5月 に第1号 が誕 生 して以来、昨年10周 年 を迎 えた。

公益 信託 は国民各層 に広が りつつ あ るボラソタ リズ ムの精 神を くみ あげ、

これを具体化 す る制度 として近年 とみに注 目を集 めてい る。

発足以来15億 円あ ま りにのぼ る給付 がな され てお り、信託 目的 も、奨学

金 ・学術研 究助成 とい った ものか ら障害者へ の助成 、 あ るいは芸術 ・文化

振興 な ど と、 多彩 な広が りを見せて い る。 また、最近 では文化 的な都市環

境 づ く りを行 うための 「まちづ く り公益信託」、海外へ の医療、食糧 の援

助や技術交流 を図 るものな ど国際 協力 を 目的 とす る公益 信託が相次 いで発

足 してい る。 なお、昭和62年 度税 制改正 に よ り一 定の要件を満 たす公益信

託へ の拠 出金 について、委託者(出 損者)に 税制上 の優遇措 置が認め られ、

一層 の普及 ・発展 が期待 され てい る
。

公益信託の仕組み 委 託 者

(出 相者)

②申請

③許可

④公益信託の設定 ① コンサルテー ション

主 務 官 庁

⑤監督

⑥信託法上の権限行使、
重要事項の同意

信託管理人

受 託 者

⑧助成金の給付

助

成

先

助 助

成 成

先 先

(受益者)

助

成

先

公益目的執行

日常的運営

財 産 管 理

運営委員会等

⑦助成先の推薦と
重要事項に関す
る助言、勧告

件数憶 円
250

200

150

100

公益信託の推移

'
'

'
'

'
,一 一=

一 件 数

一一一 残 高

50ゴ

0525ぎ 董5556575859606162年 度末

出所(社)信 託協会 日本の信託 昭和63年 版
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公益信託の状況 62年末現在

信 託 目 的

奨 学 金 給 付

学 術 研 究 助 成

医 学 研 究 ・医 学 教 育 振 興

障 害 者 教 育 振 興

学 校 教 育 活 動 振 興

社 会 教 育 振 興

社 会 摘 祉

芸 術 振 興

文 化 振 興

都市 ・自然環 境の整備 ・保全

国 際 協 力 ・国 際 交 流 挺 進

そ の 他

合 計

件 数

66

16

26

14

10

22

1

6

7

11

35

7

221

財産額(百 万)

3,010

736

1,829

330

229

429

100

112

187

1、742

1,697

133

10,534

出所(社)信 託協会 日本 の信託 昭和63年 版

・特定贈与信託

・そ の他の信託

重度 の心身障害者 の生活費や療 養費 に充 当す るため、その親族 や篤志

家 な どの個人が、当該障害者 を受益者 として財産を信託す る ものであ る。

一・定 要件 の もとに3千 万 円まで は贈与税が非課税 とな ってい る
。信託

銀行 は信託財 産を適切 に管理 ・運用 し、受益者 の必要 に応 じて交付す る

ので、 受益者 の将来 にわた る生活 の安定 を図 るこ とに役立 ってい る。

昭和62年 末現在 の受益者数 は434人 、受託残高は82億 円 となっている。

その他の信託 としては、金 銭信託 以外 の金銭の信託(金 外信託)、 金

銭債権 の信託 、有価証券の信託、動産 の信託、不動産 の信託等 があ る。

金外信託 では有価証券運用を 目的 とした信託(フ ァン ド・トラス トな

ど)、従業員持株信託、金信託 な どがあ り、金銭債権の信託 では住 宅 ロー

ン債 権 信託 な ど、 さ らには遺言信託 、遺言 の執行 な どもあ り、個 々人の

ニー ズに合わせた信託な らではの多様 な業務 を行 ってい る。

その他の信託財産額 億円

年末

金銭信託以外の金銭の信託

金銭債権の信託

有価証券の信託

動産の信託

不動産の信託

58

7,957

5,230

13,560

2,647

2,747

59

15,514

4,622

11,872

2,486

60

35,848

3,524

14,056

2,541

3,1743,832

61

94,457

1,546

33,953

2、661

4,210

62

144,532

637

45,263

2,718

4,745

出所(社)信 託協会 日本の信託 昭和63年 版
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(2-2-1)

世 界 経 済 の 展 望 に 関 す る試 算
各国,地 域のGNP

ア メ リ カ

日

E

本

C

ア ジ アNICs

ASEAN

中 国

ソ 連

そ の 他

世 界 計

1980年GNP

金 額

億 ドル
27,320

10,589

27,811

1,397

1,559

1,334

14,286

34,581

118,917

世界GNP

構 成 比

%
23.0

8.9

23.4

1.2

1.3

1.1

12.0

29.1

100

1980～

1986年

成 長 率

%
2.4

3.7

1.4

7,2

3.1

9.0

2.4

1.9

2,3

1986年GNP

金 額

億 ドル

42,085

19,628

30,930

2,152

1,765

3,935

22,059

44,149

166,703

世界GNP

構 成 比

%

25、2

11.8

18,6

1.3

1.1

2.4

13.2

26.5

100

1986～

1993年

成 長 率

%
2.5

4.0

2.0

6.5

5.5

7.0

2.5

3.0

2.9

1993年GNP

金 額

億 ドル

50,000

28,200

39,400

3,400

2,300

6,300

26,200

54,300

210,100

世界GNP

構 成 比

%
23.8

13.4

18.7

1.6

1.1

3.0

12.5

25,8

100

1993～

2000年

成 長 率

%
3.0

4.0

2.5

7.0

7.0

7.0

2.5

3.5

3,4

2000年GNP

金 額

億 ドル
61,500

37,100

46,800

5,400

3,700

10,100

31,200

69,100

264,900

世界GNP

構 成 比

%
23.2

14.0

17,7

2.1

1.4

3.8

11.8

26.1

100

各国,地 域 の1人 当た りGNP

ア メ リ カ

日

E

本

C

ア ジ アNICs

ASEAN

中

ソ

国

連

そ の 他

世 界 平 均

1980年1人 当た りGNP

金 額

ドル

12,000

,9,100

10,300

2,200

620

130

5,400

1,540

2,670

対世界平均比

4,5

3.4

3.9

0.8

0.2

0.1

2.0

0.6

1

1980～

1986年

伸 び 率

%
1,4

3.0

1.2

5.7

1.2

7.8

1.4

△0.4

0.6

1986年1人 当たりGNP

金 額

ドル

17、400

16,100

11,400

3,100

610

370

7,800

1,720

3,390

対世界平均比

5,1

4.8

3,4

0.9

0.2

0.1

2.3

0.5

1

1986～

1993年

伸 び率

%
1.5

3.5

1.9

5.0

3.5

6.0

1.5

1.0

1.3

1993年1人 当た りGNP

金 額

ドル

19,300

22,400

14,400

4,400

690

550

8,700

1,840

3,820

対ll堺平均化

5.1

5.9

3.8

1.2

0、2

0.1

2.3

0.5

1

1993～

2000年

伸 び率

%
2.0

3.5

2.4

6.0

5.3

6.0

1,5

1.5

1.8

2000年1人 当た りGNP

金 額

ドル

22,200

28,500

17,000

6,600

1,000

830

9,700

2,040

4,320

対世界平均比

5.1

6.6

3.9

1.5

0.2

0.2

2.2

0.5

1

(備 考)1.IMF,1且&、UN,肋 アM」%ρ%'α 勧 ηPアoぶ ρθc'に よ り,経 済 企 画 庁 総 合 計 画局 に お い て推 託2.1980年,1986年 は 名

目(共 産 圏 を 除 い て 年 中 平 均 レー トで ドル 換 算,共 産 圏 は購 買 力 に よ る ドル 換算),1993年,2000年 は実 質(1986年 価 格,為 替 レ
ー トは87本 当 初 にお け る対 ドル ・ルーート,し た が って,1986年 のGNPを その 後 の 成 長 率 で 伸 ば して も,1993年 及 び2000年 のGNP

と は一 致 しな い).3.成 長 率,伸 び 率 は 実質 。4.ECはEC9カ 国(西 ドイ ツ,フ ラ ンス,イ ギ リス,イ タ リア,オ ラ ン

ダ,ベ ル ギ ー,デ ンマ ー ク,ア イル ラ ン ド,ギ リシア)。5こ こで は ア ジアNICsは 韓 国,台 湾,香 港,シ ンガ ポー ル の4つ

の国,地 域。6.こ こで はASEANは マ レー シア,タ イ,イ ン ドネ シア,フ ィ リピ ンの4カ 国(シ ンガ ポ ー ル,ブ ル ネ イ は 除

く)。7.な お,非 貿 易 財 を も含 め たOECDの 購 買 力平 価(223円/ド ル)で 評 価 す る と,1986年 の 日本 の1人 当 た りGNPは

12.000ド ル で,ア メ リカ の7割 程 度,2000年 に お いて も ア メ リカ の9割 程 度 に と ど ま る。
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(2-2-2)

海 外旅 行者 数 は、 昭 和55年390万 人、 昭和60年494万 人、昭和61年551万 人 と

増 加 、 昭和62年 の 海 外 渡 航 者 は680万 人 とはね あ が り前年 比23%増 、63年 は8

00万 人近 くに な る と予 想 され 、前年 比17%増 とい うこ とにな る。

渡航 目的,渡 航先別 出国 日本人数

年 次

昭和55年

59

60

6ユ

年 次

昭和55年

59

60

61

総 数

3,909,333

4,658,833

4,948,366

5,516,193

渡 航 目 的

外交 ・公用

22,189

26,045

27,828

28,832

短 期 商 用
業 務

483,262

630、918

696,962

756,019

海 外 支 店
等へ勤務,
赴 任

36,789

51,986

57,236

58,951

学術研究,
留 学 等

23,149

35,251

41,123

55,869

観 光

3,269,325

3,816,211

4,024,051

4,506,186

そ の 他
1)

74,619

98、422

101,166

110,336

主 要 渡 航 先

中 国
2)

71,473

227,559

287.546

334,301

香 港

359,692

338,660

330、936

361,293

韓 国

428,008

4381461

480,583

591、780

フ ラ ン ス

145,339

153,381

158,778

170,314

ドイツ連邦

共 和 国

47,607

681697

79,762

86,785

イ ギ リ ス

86,811

106,245

118,885

132,392

ア メ リ カ

合 衆 国

1,331,562

1,590,149

1,678,483

1,846,249

「出入国管理統計調査」による。1)役 務提供,永 住,同 行同居,不 詳の計 。

資料 法務大 臣官房司法法制調査部調査統計 課 「出入国管理統 計年報」

2)台 湾,香 港 を除 く。

(2-3-1)

各次調査 における結婚持続期間15～19年 の妻の平均出生児数

調 査 年 次

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

第6次

第7次

第8次

第9次

(昭 和15年)

(昭 和27年)

(昭 和32年)

(昭 和37年)

(昭 和42年)

(昭 和47年)

(昭 和52年)

(昭 和57年)

(昭 和59年)

平 均 出生 児 数

4.27

3.50

3.60

2.83

2.65

2.20

2.19

2.23

2.17

出所 昭和62年 度 「第9次 出産力調査」 厚生省人 口問題 研 究所
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(2-3-2)

労 働 力 人 口 ・労 働 力 率 の 展 望
(単位:万 人,%)

男 女 計

男

女

年齢計

15～24

25～39

40～54

55～59

60～64

65～

年齢計

15～24

25～39

40～54

55～59

60～64

65～

労 働 力 人 口

1985年

実 績

5,963

3,596

372

1,343

1,216

307

171

187

2,367

361

755

840

182

116

113

1993年

推計値

6,337

3,812

424

1,193

1,370

350

241

235

2,525

399

676

948

207

144

150

2000年

推 計値

6,506

3,898

342

1,327

1,308

383

244

294

2,609

327

785

921

229

154

192

増 加 数

1985～

1993

374

216

52

△150

154

43

70

48

158

38

△79

108

25

28

37

1993～

2000

169

86

△82

134

△62

33

3

59

△72

109

△27

22

10

42

1985～

2000

543

302

△30

△16

92

76

73

107

242

△34

30

81

47

38

79

増加率(年 率)

1985～

1993

0.8

0.7

1,6

△1.5

1.5

1.7

4.4

2.9

08

1.3

△1.4

1.5

1.6

2.7

3.6

1993～

2000

0.4

0、3

△3.0

1.5

△0 .7

1.3

0.2

3.3

0,5

△2.8

2.2

△0.4

1.5

1.0

3,6

1985～

2000

'0
.6

0、5

△0 .6

△0 .1

0.5

1.5

2,4

3.1

0.7

△0.7

0.3

0.6

1.5

1.9

3.6

労 働 力 率

1985年

実 績

63.0

78,2

42.5

96.9

96.5

90,3

72,5

37.0

48.7

43.2

55.2

65.9

51.0

38,5

15.6

1993年

推 計値

61.3

75,6

43.4

96.8

96.5

90.3

69.6

34.6

47.6

43.1

56.2

66.5

51.5

38,8

15.4

2000年

推 計課

60.7

74.6

42.0

96.7

96.5

90.3

66.7

32.7

47.5

42.4

59,5

68,2

51.9

39.3

15.8

増 減

1985～

1993

△1.7

△2.6

0.9

△0 .1

0.0

0.0

△2.9

△2.4

△1.1

△0.1

1.0

0.6

0.5

0.3

△0.2

1993～

2000

△0.6

△1.0

△1 .4

△0 .1

0.0

0,0

△2.9

△1.9

△0.1

△0.7

3.3

1.7

0.4

0.5

0.4

1985～

2000

△2:3

△3.6

△0 .5

△0 .2

0.0

0.0

△5.8

△4.3

△1.2

△0.8

4,3

2,3

0.9

0.8

0.2

(備 考)1.

2.

3,

総務庁 「労働力調査」を もとに経済企 画庁 総合 計画局 において推計。

労働力率は,別 途推計 した男女 ・年 齢階層別労働 力率関数 より求めた。

労働力人 口は,15歳 以上人 口(厚 生省人 口問題 研究所 「日本の将来推計人 口」

に労働力率 を乗 じて求め た。

(1986年12月)を 労働力調査 ベー スに修正 した もの)
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(2-3-3)

産 業 別 就 業 構 造 の 展 望

① (単 位1万 人,%)

第1次 産 業

第2

鉱

化

1

機

そ

建

次 産

工

学

次 金

の

葉

菜

等

属

械

他

設

第3次 産 業

電 気 ・ガ ス ・水 道

金融 ・保 険 ・不 動産

運 輸 ・ 通 信

商 業

サ ー ビ ス

合 計

実 数

1970

886

1.791

1,397

190

82

523

602

394

2.417

29

132

324

853

1,079

5.094

1980

577

1,925

1,377

175

67

538

597

548

3,034

30

191

350

1,026

1,437

5,536

1985

509

1,992

1,462

171

62

619

610

530

3,306

33

217

343

1,078

1,635

5,807

1993

439

1,970

1,400

165

46

611

578

570

3,725

35

226

354

1,041

2,069

6,134

2000

345

1,954

1,340

135

31

647

527

614

4,012

34

260

329

1,079

2,310

6,311

構 成 比

1970

17.4

35.1

27.4

3.7

1.6

10.3

11.8

7.7

47.5

0.6

2.6

6,4

16.7

21.2

100.0

1980

10.4

34.8

24.9

3.2

1.2

9.7

10.8

9.9

54.8

0.5

3.5

6.3

18.5

260

100,0

1985

8.8

34.3

,25.2

2.9

1.1

10.7

10.5

9.1

56.9

0.6

3.7

5.9

18.6

28.1

100.0

1993

7.2

32.1

22.8

2.7

0.8

10,0

9.4

9.3

60.7

0.6

3.7

5.8

17.0

33.7

100.0

2000

5.5

30.9

21.2

2,1

0.5

10.3

8.4

9.7

63.6

0.5

4.1

5.2

17.1

366

100.0

② (単 位1万 人,%)

物 財 生 産 部 門

農 林 水 産 ・鉱 業

製 造 業

素 材

加 工 組 立

そ の 他

建 設

ネ ッ ト ワ ー ク 部 門

電 気 ・ ガ ス ・水 道

運 輸 ・ 通 信

商 業

金 融 ・保 険 ・不 動 産

知 識 ・サ ー ビス生 産 部 門

マネージメン ト・サー ビス

医 療 ・健 康 サ ー ビ ス

教 育 サ ー ビ ス

レジ ャー関 連 サ ー ビス

家 事 代 替 サ ー ビ ス

公 務 ・ そ の 他

合 計

実 数

1970

2,677

906

1,377

397

523

457

394

1,338

29

324

853

132

1,079

5,094

1980

2,502

588

1,366

339

538

489

548

1,597

30

350

1,026

191

1,437

294

180

184

332

163

284

5,536

1985

2、501

518

1,453

320

619

514

530

1,671

33

343

1,078

217

1,635

366

211

198

381

180

299

5,807

1993

2,409

444

1,395

286

611

498

570

1,656

35

354

1,041

226

2,069

538

284

228

485

216

318

6,134

2000

2,299

350

1,335

228

647

460

614

1,702

34

329

1,079

260

2,310

663

319

232

541

227

328

6,311

構 成 比

1970

52.5

17、8

27.0

7.8

10.3

9.0

7.7

26.3

0.6

6.4

16,7

2.6

21.2

100.0

1980

45.2

10.6

24.7

6,1

9.7

8.8

9,9

28.8

0,5

6.3

18.5

3.5

26.0

5.3

3.3

3.3

6.0

2.9

5.1

1985

43.1

8.9

25.0

5.5

10,7

8.9

9.1

28.8

0.6

5.9

18,6

3.7

28.1

6.3

3.6

3.4

6,6

3,1

5.1

100.0100,0

1993

39.3

7.2

22.7

4.7

10.0

8.1

9.3

27.0

0.6

5.8

17.0

3.7

33.7

8.8

4.6

3.7

7.9

3.5

5.2

100.0

2000

36.4

5.5

21.2

3.6

10.3

7.3

9.7

27.0

0.5

5.2

17.1

4.1

36、6

10.5

5.1

3.7

8.6

3.6

5.2

100,0

(備考)1.経 済企画庁 「国民経済計算 」,総 務庁 「労働力調査」をもとに経済企画庁総合 計画局 において推計。

2.産 業分類 につ いては,産 業 溝造の展望を参照。
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(2-3-4)
老後 における生計費ニーズとその対応の将来試算 (%)

対
国
民
所
得
比

生割
計合
費
に

占
め
る

生 計 費

公 的 年 金 給 付

稼 得 収 入

企業年金 ・個人年金等

(公 的 年 金 負 担)

生 計 費

公 的 年 金 給 付

稼 得 収 入

企業年金 ・個人年金等

(ケース1)現 行公的年金制度の

ままで推移する場合

1985年

9.6

6.4

3.7

1993年

16.8

(1984年)
0,1

(6.0)

9.5

4.6

100

67

39

2.7

(711
100

57

27

16

2000年

19.9

11.8

5.0

3,1

(8†)

100

59

25

16

2010年

24.8

15.3

6.3

3.2

(11)

100

62

25

13

(ケース2)支 給開始年齢を将来

65歳 まで徐々に引き上げる場合

1985年

9.6

6.4

3.7

1993年

16.8

(19{}4年
0.1

(6.0)

9,5

4.6

100

67

39

2」

(7†)

100

57

27

16

2000年

19.9

11.5

5.4

3.0

(8†

100

58

27

15

2010年

24.8

13.3

8.2

3.3

(9壱)

100

54

33

13

(備考)1.厚 生省 「財政再 計算」(1984年),厚 生省人 口問題 研究所 「日本 の将来推計人 口」(1986年12月),

第5-1表 の労働 力率 等によ り,経 済企画庁総合計画局 において推計。

2.生 計費については,1984年 の数値は高齢者の現実の消費支出,将 来の数値は ニー ズの試算値であ る。

3.公 的年金については,厚 生省 「財政再計算」(1984年)等 に基 づ き,高 齢化の程度が 「日本の将来推

計人 口」で前回人 口推計よ り高 くな る割合に応 じて障害年 金や遺族年金 を含めた給付費が増加す るもの

と して推計 した。給 付費の うち,60～64歳 分 としては,厚 生年金 保険の支 給開始年 齢を引 き上げた場合

の影響額を参考 と して算 出 した。

4稼 得収入については,第5-1表 の労働力率等 によ り高 齢就業人 口を推 計 し,こ れに高齢 者の1人 当

たり収入を乗 じて推 計 した。

5.企 業年金,個 人年金等 で対 応すべ き部分について は,生 計費 か ら公 的年 金,稼 得収入を控 除 した差額

と した。

6.ケ ー ス2に つ いて は,支 給 開始年 齢が1998年 か ら2010年 まで徐 々に引き上げ られる もの と仮定 した。

7.企 業年金,個 人年金等 については,1984年 は厚生年金基金 と税制適格年 金の年金給 付である。

a公 的年金負担 は112単位で表示 されて いる。

ゼ
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(2-3-5) 医療ニーズの将来試算

患 者 総数(万 人)

入

外

歯

院

来

科

国民医療費の対
国民所得費(%)

入

外

歯

院

来

科

薬 局 調剤

(ケース1)現 行の受療率のままで推移す

する場合

1984年

770
(212)

134
(52)

525
(149)

110
(12)

6,3
(6,3)

2.7
(2.7)

2.8
(2.8)

0.7
(0.7)

0、1

(0、1)

1993年

974
(299)

161
(69)

676
(215)

137
(15)

6.8
(7.4)

3.1
(3.3)

2.9
(3.1)

0.7
(0.8)

0.1
(0.1)

2000年

1,070
(381)

182
(87)

746
(275)

142
(19)

7,3
(8,5)

3.5
(4,0)

3.0
(3.4)

0.8
(0.9)

0,1
(0.2)

2010年

1,162
(484)

203
(111)

815
(349)

145
(24)

7.7
(9.8)

3.9
(4.9)

2.9
(3.6)

0.8
(1.0)

0,2
(0,2)

(ケース2)入 院患者数が1割 減少する

場合

1984年

770
(212)

134
(52)

525
(149)

110
(12)

6.3
(6,3)

2.7

(2、7)

2,8
(2.8)

0,7
(0.7)

0、1

(0.1)

1993年

966
(295)

ユ53

(65)

676
(215)

137
(15)

6.7

ぐ7,2)

2.9
(3.1)

2、9

(3,1)

0.7
(0.8)

0,1
(0.1)

2000年

1,052
(373)

164
(79)

746
(275)

142
(19)

7.0
(8.1)

3.1
(3.6)

3.0
(3.4)

0.8
(0.9)

0,1
(0.2)

2010年

1,142
(473)

182
(100)

815
(349)

145
(24)

7,3
(9.3)

3.5
(4,4)

2.9
(3,6)

0.8
(1,0)

0,1

(0、2)

(備考)1.厚 生省 「患者調査」,厚 生省人 口問題研究所 「日本 の将来推計人 口」(1986年12月)に よ り,経 済企画庁総合

計画局 において推計。

21患 者数 の()内 は65歳 以上の人数であ る。

3.ケ ー ス2で は,入 院 患者数 の減少率が,1984年 か ら2000年 にかけて徐 々に1割 まで上昇す るもの とした。

4.国 民 医療費は,将 来の患者数 に患者1人 当 た り医療 費を乗 じて算 出した,患 者1人 当た り医療費は最近 の年

平均伸 び率(入 院5.5%,外 来5.2%,歯 科6.3%)で 増加す ると仮定 した。

5.国 民 医療 費の対国民所得比 は,国 民所得が年6.0%で 増加す ると仮定 して算 出 した。ただ し,()内 は,国

民所得 が年5,0%で 増加すると仮定 した場合 である。

(2-3-6) ねたきり老人の治療 ・介護ニーズの将来試算

ねたきり老人総数

(構 成 比)

入 院

(構 成 比)

特別養護老人ホ
ーム ・中間施設

(構 成 比)

在 宅 介 護

(構 成 比)

治 療 ・介護 費 用

(対国民所得比)

(ケース1)ね たきり老人の入院,特 別
養護老人ホーム ・中間施設,在 宅介
護の構成比が変わらない場合

1985年

人

627

%

(100.0)

千人

176

%

(28.0)

千人

112

%

(17.8)

千人

340

%

54.2

100
%

(0.39)

1993年

841

(100.0)

235

(28.0)

150

(17.8)

456

(54.2)

132

(0、52)

2000年

1,073

(100.0)

301

(28.0)

191

(17.8)

582

(54.2)

165

(0,65)

2010年

1,363

(100.0)

382

(28.0)

243

(17.8)

739

(54.2)

208

(0.82)

(ケース2)長 期入院ねたきり老人の7

割のニーズが特別養護老人ホーム・
中間施設と在宅介護に切り替わるこ
ととした場合

1985年

627

(100.0)

176

(28.0)

112

(17.8)

340

(54.2)

100

(0.39)

1993年

841

(100.0)

192

(22.8)

172

(20,4)

478

(56,8)

122

(0.48)

2000年

1,073

(100.0)

195

(18.2)

244

(22.7)

634

(59.1)

143

(0.56)

2010年

1,363

(100.0)

248

(18.2)

310

(22.7)

806

(59.1)

179

(0.70)

(備考)1.厚 生省人 口問題研究所 「日本の将来推 計人 口」(1986年12月),「 厚生行 政基 礎調査 」,「社会福祉施設調査」 に
よ り,経 済企画庁総合 計画局 において推計◇

2.ね た きり老人総数については,65歳 以上の ねた き り老人 出現率を一定 と して推 計 した。

3.入 院,特 別養護老人ホーム ・中間施設,在 宅介護の構成比 は,「厚生行 政基 礎調査 」,「社会福祉施設調査」 に

よ り算 出 した。 ケー ス2で は,こ の構成比が1985年 か ら2000年 にかけて徐 々に変化す るもの とした。

4.ね た きり老人1人 当た り費用は 「望 ま しい医療体制 の実現 をめ ざ して」(1986年6月)に 基づいて算 出 し,1984

年 で入院319.7万 円,特 別養 護老人 ホー ム ・中間施 設212.2万 円,在 宅介護43,1万 円 と試算 した。なお,中 間施設
の費用は特別養護老人 ホームと同 じと仮定 した。 また,在 宅介護の場合の機会 費用は考慮 していない。

5.治 療 ・介護費用 は1985年 賃金,価 格 ベー スで示 して ある。
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(2-3-7)
社会保障移転と社会保障負担の対国民所得比の将来試算

(%)

社 会 保 障 移 転

社 会 保 障 負 担

ケ ス 1

1985年

14.0
(14.0)

10,6
(10,6)

1993年

17.112
(18)

12
(121/2)

2000年

20112
(21112)

14
(14112)

2010年

24
(26)

16112
(17112)

ケ ス 2

1985年

14.0
(14.0)

10,6
(10.6)

1993年

171∫2

(18)

12
(121/2)

2000年

20
(20112)

13112
(14)

2010年

22
(231/2)

15
(16)

(備考)1.厚 生省 「財政再 計算」(1984年),厚 生省人 口問題研究所 「日本 の将来推計人 口」(1986年12月),第5-1表

の労働力率等によ り,経 済企 画庁総合 計画局 において推計。

2.国 民所得が年6.0%で 増 加す る と仮定 している。ただ し,()内 は,国 民所得が年5.0%で 増加す ると仮定 し

た場合で あること。

3.試 算値 は112単位 で表示 されて い る。

4.ケ ー ス1は,現 行公 的年 金制度のままで推 移 し,受 療率 が現状 のままであり,ね たきり老 人 の入院,特 別養護

老人 ホー ム ・中間施設,在 宅介護の構成比 が変わ らない場合である。 ケース2は,被 用者年金 の支給 開始年齢が

65歳 まで 引き上げ られ,入 院 患者数が1割 減少 し,長 期 入院ねた きり老 人の7割 が特別養護老人 ホーム ・中 間施

設 と在宅介護へ 切り替わ る場合 である。

(2--5-1)

三大都市圏への人口移動

(千人)

1300

地方圏から三大都市圏へ

1000 ノ ㌔、
,'

ノ'、 、

,'、 、、ゴ
ヤ　 ヤ

'三 大都市圏か ら地方圏へ ㌔
'

'

'

'

500 '
'

'
輪,"

●崎■㎡F

三大都市圏への転入超過

0

剛1130 35 40 45 50 55 60(年)

(備考)1.総 務庁統計局 「住民基本台 帳人 口移動報告 」によ る

2.三 大都市圏 とは.埼 玉,千 葉,東 京,神 奈川,愛 知,三 重,京 都,

大 阪,兵 庫の都府県で ある。

(2-5-2)

61年 度 の東京圏 におけ る国 ・公立、私立大学 お よび高等専門学校は合計299校

とな り、全 国 で の シ ェ アは28%に 達 す る。 また 、学 生 数 は98万 人、全 国 シ ェア

は42%と な って い る。 こ うした学 生 の うち、 約40%は 地 方 か らの参 入 者 とな っ

て い る(経 済 企 画 庁62年 版 「経 済 白書 」.)。
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(2-5-3) 三大都市圏の人口の自然増と社会増

(単位:千 人,%)

地 域

三大都市圏

東 京 圏

大 阪 圏

名 古 屋 圏

項 目 年

増 加 総 数

増加率(年 率)

自 然 増

社 会 増

増 加 総 数

増加率(年 率)

自 然 増

社 会 増

増 加 総 数

増加率(年 率)

自 然 増

社 会 増

増 加 総 数

増加率(年 率)

自 然 増

社 会 増

40～45年

5,181

2.4

3,151

2,031

3、097

2.8

1,740

1,356

1,469

2.2

973

495

616

1.9

437

179

45～50年

4,706

2.0

3,701

1,006

2,928

2.3

2.041

887

1,157

1.5

1、125

33

620

1.7

535

86

50～55年

2、465

1.0

2、630

△164

1,657

1.2

1,470

187

450

0.6

768

△318

359

0.9

392

△33

55～60年

2.256

0.8

1、915

341

1,575

1.1

1,094

481

387

0.5

522

△135

△

294

0.7

299

5

資料:総 務庁 「国勢調査 」による。

但 し,昭 和55～60年 の 自然増,

三大都市圏

東京圏
大阪圏

名古屋圏

社会増 について は,

東 京圏+大 阪圏+名 古屋。

埼玉 県 ・千葉県 ・東京都 ・神奈川県

京都府 ・大阪府 ・兵庫県

愛知県 ・三重県

大都市圏整備局の推計による。

(2-5-4) 高齢化率の圏域別動向(試 算結果)

㈲
2

1

1.

14

1

1⑪一

/地 方圏2

/

/

/,,'地 方圏1

/,づ/国

/ち//㌘
//'/
/

/ク
/'

昭和 60 65 7⑪ 75 (年)

(備考)1.総 務庁統計局 「国勢調査」,図 表2-4の 地域別将来人 口分布推 計

の ブロック別人 口(移 動型)に より作成 した。

2.地 域区分は次のとお り。な お,ブ ロ ックの区分は図表2-4と 同様

であ る。

地方圏1:地 方圏のうち関東 内陸,近 畿内陸及 び山陽

地方圏2:地 方圏のうち三大都市圏,地 方圏1以 外

一資 料14一



(2-5-5)

これ らの コ ミュ ニテ ィ活動 の新 しい特 徴 は 、 目標 達 成 よ りも プ ロセ スを 大 切 に

して楽 しむ 新 しい生 き方が 重視 され 、 自己表 現 の場 と して ヨ コの繋 が りのふ れ

あ い型 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン ・グル ー プが 形 成 され て い る こ とで あ る。 家族 や 地

域 との結 び つ きが 薄 くな って い くな か で 、 自分 の表 現 を受 け止 め 、 自分 の存 在

を認 め て くれ る相 手 を 必要 と して い る のか も知 れ な い。 エ イ ボ ン女 性 文 化 セ ン

タ ー の調 査 で は 、 地 域 活 動 の草 の 根 女 性 グ ル ー プは 、将 来 の社 会 に 向 か って 自

分 の力 を 役 立 てた い とい う社 会奉 仕 志 向 よ りも、 自分 の成 長 と友 人 を得 た喜 び

を実 感 し、 そ のた め に主 体 的 に運 営 す る 「ヨ コ型 」 の 「自己 主 張 型 」 が 多 くな

って い る とい う。

(3-2-1) 新規参入者の農業教育歴と参入前の職業(市 町村数割合)
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新規参入
農家等数 77 28 184 92 343

資料:農 村生活総合研究 セ ンター 「農業の新 しい担 い手 の動向 と将来展望に関

す る調査」(62年3月)

注:市 町村数割合は,新 規参入農家等 を受 け入れた市 町村 の農業委員会を100

と した ものの割合であ る。
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(4-4-1)

土地信託関係税務通達

「土 地信託に関す る所得税 、法人税

並 びに相続 税及び贈与税 の取扱 いについて」

(抜 粋)

(用語の意義)

1-1こ の通達において、次に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ次のとおりとする。

(1)土 地信託 信託のうち次に掲げる要件のすべてを満た

すものをいう。

イ 土地若 しくは土地の上に存する権利(以 下 「土地等」

という。)又は土地等及びその上にある建物 その他の不

動産を信託財産とし、その管理、運用又は処分を主た

る目的とする信託であること。

したがって、金銭のみを信託財産 として設定する信託

は、たとえ土地等の保有をその主たる目的とするもの

であってもこれに該当しないが、土地等の信託 と建物

等の建築のための金銭の信託とを併用するいわゆる包

括信託は、 これに該当するのであるから留意す る。

口 委託者を受益者とする信託であること。

ハ 信託の利益を受ける権利が、次のいずれかに該当す

る場合を除き、その信託期間を通 じて分割 されないも

のであること。

聞2以 上の者が共同 して一一の信託を設定するため、

信託の設定時においてその委託者の数に相当する口

数の範囲で当該信託の利益を受ける権利の分割が行

われる場合

回 信託期間中に信託の受益者について相続の開始が

あったことにより、当該受益者の相続人(包 括受遺

者を含む。)の数に相当する口数の範囲で当該受益者

の有 していた信託の利益を受ける権利の分割が行わ

れ る場合

二 信託の利益を受ける権利の内容が、信託財産の収益

を享受す る権利 と信託財産の元本を享受する権利とに

区分 されることのないものであること。

ホ 受託者を信託業務を営む銀行とする信託であること。
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